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はじめに

私共は人口と開発のバランスと持続可能な将来を実現する究極の鍵は女`性の抜本的な開発

の達成にあるとの確信に1993年から３ケ年計画でアジアの女性の調査･研究を行ってきた｡国

連の「人口と開発に関する国際会議」（1994年、カイロ会議と呼ばれる）では女性の総合的な

地位の向上を、empowermentofwomenという画期的な指導理念を打出して合意が得られた。

しかし、世界の貧困者の70％が女性であり、非識字者の３分の２は女性だといわれており

(国連)、ジェンダー間の差別はなお極めて厳しいものがある。最近、ユニセフ（UNICEF、国

連児童基金）が行ったインドの女児の虐待の実態調査が報告されたが、貧困と女性差別下に

ある女児の悲惨な状況は衝動的である（毎日新聞社、平成７年１２月２１日)。

アジアにおける女性の地位は著しく多様化している。各国の文化、民族、社会制度、経済

発展の段階によって女`性の地位にも著しい格差がみられる。女性の教育の普及や高水準化に

よって女性が社会的に進出し、男性と比肩する状態にある国もあれば、また女性蔑視の傾向

が強くＴ低い社会的地位と貧困、過酷労働、栄養失調に陥っている国も少なくない。

このような国や地域によるジェダー間の著しい格差の存在は不幸なことに違いないが、反

面において会議や情報交換を通じて格差に対する関心が高まると共に平等化が進んでいる国

との協力関係による格差縮小を推進させる機会と可能性が期待されるであろう。東アジアに

おけるめざましい人口転換の経験の普及、さらに東南アジアヘと波及しつつあるように、女

性のcmpowermentの先発地域の経験は後発地域への波及を容易にするであろう。

私共のＡＰＤＡ会議は相互の情報交換を密にし、相互協力、援助を通じて個々の国の女性開

発またはempoweImentofwomenを強化し、廷てはアジア全体の、そしてまた世界全体の発展

に貢献すべきであろう。

終わりに、本書作成事業にあたり、多大なご支援をいただいた（財）日本船舶振興会（曾

野綾子会長)、ならびに国連人口基金（ナフイス・サデイツク事務局長）に感謝申し上げる。

平成８年３月

(財）アジア人口・開発協会

理事長前田福三郎
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第１章総論

Empowermentの分析一
￣

日本大学人口研究所名誉所長

黒田俊夫



１カイロ会議の画期的な役割一ひとつの原理と戦略

1994年９月５日から１３日までエジプト・カイロで開催された「人口と国会に関する国際会

議」（IntemaIionalConferenceonPopulationandDcvelopmenLCairo,Egypt,5-l3Septemberll94）

は史上画期的な意義のあるものとなった。1974年のブカレスト、1984年のメキシコ市の２回

の会議から丁度20年目の第３回目の各国政府代表者による国際的大会議である。第１にそれ

は２０世紀最後の人口・国際会議であること、第２に“世界人口行動計画，，（WoTIdPopulation

型_gLA2Ll皿)から"行動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ，，(ProRrammeofAction)へ､いいかえれば思索の段階

から実行の段階へと踏みきったことが特徴である。1974年のブカレストから1994年のカイロ

の間の20年間に“人口，'についての世界の認識は画期的な変化をみせた。人間は資源であり、

また人口コントロールは神の摂理に反するといった社会主義的思想や宗教的立場からのはげ

しい論識がみられたブカレストからわずか20年後のメキシコ市では人口増加抑制肯定論一色

となり、ブカレストの対立激論の面影は全くみられなかった。ブカレストで最終的に何とか

日の目を見た「世界人口行動計画」はメキシコ市ではさらに補強された。

第３は特にカイロ会議では前述の如くｐ]anからprogrammeヘと発展したばかりでなく、と

かく個別的､断片的ないくたの思索や理念の集合体とみなされがちな人口・開発論を1つの総

合的原理によって確固たる基盤を構築したことが特筆すべき点としてあげられなければなら

ない。

それは女性革命論ともいうべき画期的な発想である。女性の地位が男性に比較して著しく

低く、家庭においても社会においても常に男性の下位におかれ、補助的な役割に甘んじてい

る。しかし、他方において女性は家系や社会の持続発展に不可決な人口再生産という重大任

務を負担している。

このような男女差別待遇を無くし、あらゆる点において女`性の地位の改善をはかり、社会

の発展のすべての分野において男性と同様に発言､行動ができるように“女`性に力をつける”

ことが合意されたのである。開発論の観点からみても革命的なものである。男性中心の開発

論から男女を包含する総合的開発論として再構築されなければならない新しい課題である。

このような女性の地位の全面的改善をカイロ会議はEmpowemlentofWomcnと呼んでいる。

女性問題については個別的な側面から論じられることが多いが、人口問題および開発問題に

体する基本的アプローチとして“女性開発'，ともいうべき総合理念としてのEmpowermentof
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Womenが生み出された。それは、人口爆発を抑制し、バランスのとれた持続性ある開発達成

のための最後の選択であるといってもよいであろう。

ＺＥｍｐ⑪wermentofWomenの４つの構成要素

女性開発による女性の地位の向上は､男女間の垂直的関係から横断的関係への転換である。

このような抜本的な女性の地位の改善には4つの側面がある。社会的､経済的、政治的な分野

と健康の分野である。このような分野における女性の地位の改善は、それ自体当然に達成さ

れなければならない人間社会の基本である。と同時に、ここで重要なことは持続性ある開発

の達成にとって必要不可決であるということである。この点がCairo会議のもっとも重要な結

論の１つであることに留意しなければならないｃ

このようなEmpowermentofWomen、一般的な用語でいえば女性の地位の向上、改善が行わ

れるとき、それは人口の分野や開発プログラムに対して極めて効果的な貢献があることはず

でに経験によって明らかにされている。

今日、世界のほとんどすべての地域において、女性は過重の労働の結果として生命､健康、

福祉の面において危険な状態に直面している。女性の生活向上、経済的機会の確保、家事に

おける極端な責任の緩和、公共活動への参加の法的障害の除去等について積極的な政策やプ

ログラムが必要である。さらにまた、生活のあらゆる分野において女性の意思決定能力の拡

大が女性の地位の改善によって達成されなければならない。以上のことは人口プログラムの

成功にとって重要なのである。たとえば、女性の地位の向上、知識の高度化は人口再生産に

おける意思決定能力に影響を及ぼし､出生力コントロールに重大な役割を果たすこととなる。

女性のempowennentを可能ならしめるもっとも重要な手段の１つは教育である。４０年以上

も以前に、“人権宣言”（UniversalDecIarationofHumanRights）は“すべての人は教育を受け

る権利をもつ'，（evelyomebastherighttoeducation）と強調した。1990年タイのJomtienで開催

された“すべての人に対する世界教育会議”において各国政府は基礎教育の義務化を公約し

ている。しかし、多くの国とおいてこの基礎教育に対する拡大について顕著な努力がみられ

たにもかかわらず､今日尚世界には読み書きのできない人口が9億6000万人にも達している。

しかもその３分の２は女性である。初等教育に登録されない子供人口は1億3000万人に達し、

その70％は女児である。（UnitedNations,1994）

日本においても戦前では女子に対する教育は男子に比較して低く評価され、義務教育以上
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の中等､高等教育は男子に焦点がおかれ､家庭生活においても世帯主の男性をトップとし､長

男、次いで母親、長女といったランクがみられた。しかし、日本ではすでに封建時代から武

士に対する各藩主の強立した公式の教育施強があり､庶民には寺を中心とする私熟があり､広

く教育が行なわれたことは日本の近代化に重大な貢献を果たすこととなった。

女性の開発、地位の向上のためには社会的に、経済的に、そしてまた政治の分野において

も広く男性と同様の活動、行動が可能でなければならない。家庭内での生活、社会生活にお

いて、そしてまた雇用機会や男女平等の待遇、事業の自営権や資金の借入資格等の経済面で

の活動の自主性がみとめられることが必要である。さらにまた、政治面での女性の参政権が

みとめられ､あらゆる公職の場に進出することのできる環境を育造成することも重要である。

このような女性の社会のあらゆる分野における参加、活動を実現させるためにもっとも必要

な条件は、女性の潜在能力を発揮させる原動力となる教育の画期的な普及、向上である。義

務教育は当然としてもさらに中等教育を義務教育に近い水準にまで普及させることは、高等

教育への関心を高めることにもなるであろう。

社会的、経済的、政治的の３つの分野における女`性のEmpowcImenl政策と共に特に強調し

なければならないのは、女性の生涯にわたる健康政策がempowennentの第４の要素となって

いることである。女性特有の疾患に着目して、その健康確保をempowermem達成の重要な要

素としてとりあげている。

３“人口再生産にかかわる健康,，

EmpowermentofWomenの諸要素の中で特に注目すべきはreproductivehealIhの提言である。

これは女性に特有の身体的、精神的傷害から守るための総合的施策としての体系的理念を基

調としているもので、画期的な発想である。Repmductivchcalthの意味は文字通り、“再生産に

かかわる健康０，である。再生産はいうまでもなく人口の再生産であり、世代から世代へと継

承される生殖過程である。しかし、再生産といっても単なる出生、分娩ではなく、広く女性

の妊娠、分娩、死流産、人工妊娠中絶、産後の健康傷害、乳児の保育等広汎な範囲に及んで

いる。いいかえれば女性のライフ・サイクルの健康と解釈することもできよう。

再生産の健康という場合の健康についてはＷＨＯによって早くから定義されており、

reproductiveheallhは、このhealthの定義にもとづいてrcproductionにかかわるすべての事項を

対象として定義されており、極めて明快である。
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ＷＨＯの定義を引用すると次の如くである。

Astateofcompletephysical,mentalandsocialwelI-beingandnolmeJelytheabsenceofdiseaseor

infilmity

これが健康の定義である。Repmductivehealthはこのheal【hの定義に対象となるべき再生産に

かかわる事項を規定している。上記の健康の定義の最後に次のような説明文が加えられてい

る。

inallmattersrelatingtothereproductivesystemandloitsfimctionandprocesses

いいかえれば“再生産システムやその機能や過程にかかわるすべての事項'，についての健康

ということである。人口再生産に関連する健康上の問題を全て包含している体系的女性健康

対策である。

さらにまた、このreproductivehealthには、再生産の時期、方法等についての選択、決定の

自由やまた出生の規制についての方法の選択の自由といった家族計画の行動がふくまれてい

ることが注目される。

Reproductivehealthは「性と生殖に関する健康」といった日本訳がなされているが、これで

はreploductiveheaIthの真意が十分に表現されていない｡Reproductiveは人口学上一般に使用さ

れる再生産を意味するものであり、したがって「再生産にかかわる健康」と訳した方がより

正確である。英語においてもreproductivehealthを使用しながら、改めてそれを定義している。

前述した如く、明確にその内容を定義しているのであるから、日本語においても、「再生産に

かかわる健康」と訳し､、ざらにその定義を英語から訳することによって正しい理解を高める

ことができよう。

このreproductivehealthの概念は元来ＷＨＯによる発想であり、Ｃａｉｍ会議においてもそのま

ま採用されている。正しく理解するためにその全文を引用しておこう（UniIedNations,1994)。

“ＲＥＰＲＯＤＵＣｎＶＥＨＥＡＬＴＨｉｓａｓｔａｔｅｏｆｃomp]etephysical,mentalandsocialwelI-beingandnot

meldythcabscnceofdiseaseorinfirmity,inalImatlersrcla1ingtotherepToduclivesystemandtoits

fUnctionandprocesses・

Reproduclivehealththe”fbreimplieslhalpeopleaTeabIelohaveasatisfyingandsafesexlifeand

[hattheyhavcthccapabilitytorcproduceandthehcedomtodecideif,ｗｈｅｎａｎｄｈｏｗｏｆｔｅｎｔｏｄｏｓｏ、

ImpIicitinthisIastcondi[ionarCtherightofmenandwomentobeinfbnnedandtohaveaccesstosafe，

Ｃｆ化ctive,affmdableandacceptabIemethodsofoffamilyplanningoftheirchoicc,ａｓｗｅＵａｓｏ[her

methodsoftheirchoicefbrreguIationoffertUitywhicharenotagainstlhelaw,andtheTightofaccessto

appropriatcheallh‐careserviccsthatwilIenablewome、【ogosefeIylhroughpregnancyandchildbirth
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andprovidecoupleswiththebestchanceofhavingahcallhyinfbInl、

Inlinewiththeabovedefinitionoflcproductivehealth,ＲＥＰＲＯＤＵＣＴＩＶＥＨＥＡＬＴＨＣＡＲＥｉｓ

ｄｅｆｉｎｅdastheconstella[ionofmethods,techniquesandserviccsIhatcomributetorepmductivcheaIlh

andweII-beingthroughpreventinganｄｓｏlvingreproductivehealthprobleｍｓ．
，,

４日本のreproductivehealthの志向

Reproductivchealth構想の1つの基本的特徴は、reproduclionにかかわるあらゆる健康、疾病

についての総合的医療体系であるということである。いいかえれば、たとえば産科､婦人科、

小児科といったそれぞれ独立した臨床の専門家によって行われる診療サービスを統合する。さ

らに、医療にともなう福祉サービスなども体系の中にふくまれることとなる。もっとも単純

な事例は産婦人科と小児科の関係である。妊産婦が分娩する時、赤ちゃんは誕生することに

なるが、これは一連の直接連結した行動過程である。しかるに、分娩については産婦人科の

医師が、生まれた乳児は小児科の医師の担当となり、分離することのできない行動の連鎖が

機械的に分断されることとなる。少なくとも妊娠の初期から胎児の成長、出産、育児の段階

は多様化された医療体系を統合する必要がある。

Cairoで採択されたreproductivehealthはすでにのべた如く、極めて広範囲のものであるが、

女性に特有の妊娠、出産、育児の一連の活動に対して総合的に取り組む体制は周産期医療シ

ステム（perinatalmedicme）である。さらに、周産期医療システムの前段階あるいは地域医療

行政として、重要な影響力をもっている母子保健システムがある。子供を生む母と生まれた

子供の健康を総合的に対象として持続的に管理するシステムである。日本では恩賜財団母子

愛育会が1934年に設置され、全国各地域に愛育村、愛育班が設けられ、母子保健対策が強化

されることとなった。当時の乳児死亡率100（出生数1000に対し）を超える高水準にあった。

母子愛育会の活動は地域住民の自主的な活動として展開されたものであるが、親と子を一体

としてその健康の向上、維持を目標としていた点に特徴がある。

しかし、周産期医療として女性の出産をめぐる健康、治療を体系的に管理しようとする構

想は第２次戦後の1950年代にはいって一部の専門家や臨床医によって注目されるに至った。

産科と小児科が独立の専門分科としてのシステムが大学医学部の教育において完全に確立さ

れており、たとえ臨床とおいても両者を総合することはいい易く、実現は極めて困難であっ

た。
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臨床部門において産科と小児科を総合した周産期医療が実現したのは、1956年である。神

戸パルモア病院の三宅廉院長の個人的な発想であるが、当時としては不可能と思われていた

産科と小児科を総合した医療体制を神戸パルモア病院において実現されることとなった。産

科と小児科の医師が常に共同で妊婦の出産前から出産後､生まれた子供が15歳になるまでそ

の健康を追跡したという画期的なものであった。

保守的な大学医学部におけるこのような異なった専門分科を横に結合する統合的な医療セ

ンターの設置はよういではなかった。1984年、東京女子医大に周産期センターである「母子

総合医療センター」が坂本正一博士の強い発意の下に創設された。母子部門､新生児部門､小

児保健部門の３部門から構成された横断的、学際的組織である。

前年の1,83年には日本周産期学会が組織されており、また'991年には第１回国際周産期学

会が11月東京で開催されており、日本のこの分野における先験的な活動が高く評価されてい

る。また興味深いことはこの東京会議ではＷＨＯ主催のシンポジウムとしてReproductive

HeaIth：AKeytoaBrighterFUtureが開催されていることである。Reproductivchealthの発想は

すでに1991年にＷＨＯによって構想されていたことが明らかであり、また周産期学会におい

てReproductivehealthのシンポジウムが開催されたことは周産期医療がreproductivehealthの母

体になっていることを明示している。

問題は周産期医療に関心を高めてきた日本において今後どのような展開をはかるべきかと

いうことである。カイロの政府間会議とほぼ同時に開催されたアジア国会議員によるカイロ

会議に参加した日本の女性の国会議員の提案により、優性保護法の一部改正による

reproductivehealthへの新しい対応の必要性についての付帯決議が衆参両院の本会議を経て可

決成立している（平成７年６月８日)。その要旨は次の如くである。

「国連の国際人口開発会議で採択された行動計画を踏まえリプロダクテイプヘルスライツ

(性と生殖に関する健康･権利）についてその正しい知識の普及に努めるとともにきめ細かな

相談･指導体制の整備を図ること。その調査研究をさらに推進すること」(家族と健康､第496

号、平成７年７月１日）

日本で展開されてきた母子保健体制や周産期医療の試みを基礎として特色のある日本型

祀productiveheaIthシステムを栂築する必要があろう。
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５終りに：EmpowermentofWomenの普遍性

カイロ会議において女性の地位向上、人間としての男女平等への尊厳の確立、そして女性

がもっぱら負担しなければならない再生産にかかわる健康の保持といった、いわば女性開発

が人口・開発問題解決の切り札として合意された。その女性、特に女児に対する驚くべき慣

行がいぜんとして存続している事実がUNICEF(国連児童基金)のインド調査によって明らか

にされた。歓迎されざる女性胎児の中絶、女児の虐待は政府の改善努力にもかかわらず、女

性蔑視はインド社会の文化、社会習慣に深く根差している。ユニセフ報告書は、1991年の国

勢調査の男女別実数を基礎として、生存しているべき零歳から６歳未満の女児数139万593人

が地上から消滅してしまっているという（毎日新聞、平成７年１２月２１日朝刊)、インドの公

表されている乳児死亡率（1994）は79である。実数では約206万人である。また、５歳未満

死亡数は310万人（1994）である。これらの乳児や5歳未満の死亡数の大半は女児であると考

えられるとすると驚くべき統計数値となる（TmeStateoflheWorldsChildren1996)。

アフリカの一部では女児の生殖器切断(割礼）さえ行われていることがCairo報告書では指

摘され、直ちに禁止すべきであることが強調されている。しかし、また他方において近代化

を促進し、女性の地位の向上が実現されている開発途上国も決して少なくない。教育水準も

高まり、労働市場への進出、社会的進出のめざましい傾向もみられる。

他方、先進諸国においてはEmpowermentofWomenやReproductiveHeallhandRightといっ

た問題はないのであろうか｡多民族から構成されていたり、少数民族をもつ先進諸国では､異

なった民族の男女、特に女性に対する差別がみられる。例えば、黒人の女性の教育、就業の

機会、賃金水準等にあきらかに差別がみられる。再生産にかかわる医療サービスの供与にお

いても同様である。

イギリスでは女性の地位は社会では多少差別待遇はあっても家庭においては圧倒的に女性

が優位である（森嶋道夫)。妻の暴力に耐えかねた夫の相談に応ずるためにホットラインが設

置されたともいう。男性側からすれば、これ以上に女`性にempowermenlを与えることは飛ん

でもないということにもなりそうである。

しかし、先進諸国においても多かれ少なかれEmpowelmentofWomenやRepmductiveHeallh

の強化の必要性があることも否定できないように思われる。われわれがもっとも重視しなけ

ればならないのは開発途上国、特に女性の地位が極めて低く、差別待遇の著しい開発途上国

における女性のEmpowermentやReproduc[iveHeallhの画期的な改善、向上対策であることは
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いうまでもない。それは、彼等の人口が世界人口全体の大部分を占め、その増加力は世界人

口全体の持続可能な将来の危機の源泉となっており、その問題の解決は、結局において彼等

の国の女性のEmpowermentとRepmduc[iveHeal【hの確保に依存しているからである。
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第2章 女`性教育と社会開発

日本大学文理学部教授

井上俊一



１国際社会と日本の女性

エンパワーメン卜という言葉は、文字どおり女性に経済的・社会的・健康面での力を付け、

その活性化をはかるということを意味する。しかしそこには単に女性を差別から守り、その

地位を引き上げるという消極的な意味だけでなく、これからの国家・社会の建設に女性が積

極的に参加すべきだという意味がこめられるている。もともと女性の地位の向上については、

欧米諸国をはじめとして、わが国でもかなり以前からその必要性が訴えられ、それぞれの女

性運動の歴史を経てきているのであが、１９７５年以来、発展途上国を含む世界共通の課題とし

て女性の地位向上が取り上げられるようになってからは、問題にたいする視点が少なからず

変わってきたように思われる。すなわち多くの発展途上国は、遅れた社会と経済を発展させ

る緊急の必要に迫られているため、女性の地位向上は社会経済発展の努力の一環として、あ

るいは後者を押し進める一つの手段として考えられるようになってきた。

言い換えればエンパワーメントという言葉の出現は、アジア諸国をはじめとする発展途上

国において、女性自身が経済発展・社会開発の担い手として登場し、それを通じて自らの地

位を高めることが求められるようになった時代を反映していると言える。そしてこうして引

き起こされた対応型から積極型への女性運動の転換は、発展途上国だけでなく、先進諸国の

女'性運動にも新しい視点とエネルギーを与えているのである。

女性のエンパワーメントは、女性の地位向上に関する世界各国の連帯のなかで生まれ育っ

てきたが、その出発点は1975年の国際婦人年（IntcrnaitonalYearofWomen）とそれに続く「国

連・女性の１０年」（UnitedNationsDccadefbrWomen）であったと見ることが出来る。その後

も「国連・女性の１０年」の中間年である1980年にコペンハーゲンで開催された世界女性会

議、最終年の1985年にナイロビで開催された世界女性会議を通じて、各国の代表は時代の変

化に応じた折々の将来戦略を練り、各国の女性運動に指針を与えてきた。今年の９月に、国連

主催の第４回世界女性会議が北京で開かれ､新しい行動計画が策定きれたことからも明らかな

ように、この分野で国際社会の果たした役割は少なくない。

北京会議の成果の詳細はまだ明らかではないが､新聞やテレビの報道を見るとＮＧＯフォー

ラム等において、アジア・アフリカなど発展途上国から出席した女性の活躍ぶりが目立って

いた。それはこれらの諸国で女性の健康、教育、経済力の問題が特にきびしく、その改善の

ためには国際社会からの働きかけ、援助、支援等が強く求められていることを示していると
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考えられるのである。特にアジア諸国においては、一部の國をのぞいて女性の政治への参加

はきわめて限られており、各国の経済・社会発展の睦路として女性の健康・教育・経済面に

おける立ち後れが指摘され、その改善が緊急の課題となるに至っている．

２人間開発指数と女性の地位

わが国は近年、経済大国として国際社会でも指導的な役割を担っており、とくにアジア諸

国との交流を通じてその経済的・社会的発展と深く関わっている。しかしわが国自身の女性

の地位については、国際的に決して高い評価を得ているとは言えない。例えば、国連発展計

画（UnitedNationsDeveIopmentProgrammc,ＵＮＤＰと略称）と呼ばれる国連機関は1991年以

来、人間開発指標（HumanDeveIopmentlndex,HDIと略称）を発表している。これは従来発

展の指標としてもっぱら国民所得などの経済指標が注目され、人間開発・社会開発の視点が

無視されがちだった傾向を改めるために作成された指数であって、一人当たり国民所得のほ

か平均余命・教育水準についての国際比較が考慮されている．この人間開発指数は発表当初

から様々な批判の対象となり、その後も大小の変更が加えられているのであるが、最初に人

間開発指数が発表された1991年の報告書では、わが国は工業国・発展途上国を通じて世界第

１位を占めた。（指数は１とＯの間にあり、実際には日本の0993からシエラレオネの0.048ま

での間に分布していた｡）この数字はわが国が、国民所得の高さだけではなく、世界一の平均

余命と高い教育水準を克ち得ていることを反映している。高所得の原因の一つには異常な円

高の影響があるとはいえ、それを割り引いても、この実績は日本人として誇りを持つべきも

のであろう。（その後計算方法の変化によって1994年報告で、はカナダが第１位、わが国は第

２位となった｡）

ところで本小論のテーマにとって肝要なことであるが、人間開発指数については、さらに

男女不平等の程度を反映した修正・人間開発指数(Gender-sensitiveHDI）というものが発表さ

れている。これはHDIを男女別々に計算し、その格差によってHDIを割り引いたものである。

そこで注目すべきことは、この修正HDIによれば1991年の時点で、世界各国のうち第１位は

フィンランドが占め、わが国は16位に落ちて、イタリー・ポルトガルとともに先進国中最低

グループに属することとなった事実である｡つまりわが国では教育水準や平均収入について、

他の先進国には見られない大きな男女格差が存在したということである｡第１回報告において

わが国の人間開発指数は0993であったが､修正指数は0.7“でその差は23.0％に達していた。
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先進20カ国のうち修正指数がもとの指数を20％以上も下回ったのはオランダなど5カ国であ

るが、わが国以上に差の大きかった国はアイルランド、ポルトガルの２カ国だけである。ちな

みに修正指数で第１位となったフィンランドでは、人間開発指数が0.963、修正指数が0902

で、その開きは６３％に過ぎなかった。（UNDP， ,pl7）Ⅲ．ｎｔＲｅｏｎＩ９９１

幸いなことに1990年代に入ってからもわが国では、教育面・経済面での女性の進出がめざ

ましく、その成果は遠からず修正HDIにも反映されてくるであろうが、先進国の上位水準に

食い込むのは容易なことではない。また修正HDIそのものは、比較可能な統計資料の制約も

あって比較的単純な指標であり､女性の抱えている問題を充分に反映しているとは言えない。

たとえば女'性の政治参加や家事・育児の分担、家庭内暴力、夫婦間の意志決定過程など、注

目すべき問題点は沢山ある。これらを考慮すれば、わが国における女性の相対的地位は、依

然として大きな問題を抱えていると言わなければならない。

こうしたわが国の状況は、アジアという地域に視野を広げてみると、残念ながら決して例

外とはいえない。むしろアジア諸国における女性の地位の低さは一般的であって、わが国は

そうしたアジア的水準からまだ抜け出すことが出来ていないというのが実状である。もちろ

ん少なからぬアジア諸国で女性宰相が生まれ、その活躍は男性のそれに勝るとも劣ることは

ないのであるが、名門の家系等を背景とした－部女性の活躍と一般民衆レベルにおける女性

の地位の低さとはおのずから別問題である。

日本を含めたアジアの状況を分析してみると、女だから女らし〈という社会的・文化的伝

統の壁が厚く、そのために女性の積極的な社会参加が阻まれていることに気付く筈である｡も

ちろん女`性と男性には肉体的にも精神的に相違があり、その違いがある意味で人間生活を豊

かにしている訳である。しかしその相違を人為的に歪曲し、女性抑圧の道具にするような

ことがあれば、それは許されないことと言わなければならない。抑圧のない男女の共存を許

す社会をつくること、そのための女性自身の積極的なかかわりこそが、エンパワーメントの

意味するところであろう。

３日本における女性の社会参加

現在の日本を見ると、いろいろな分野で女性の活躍が目立ち、自分たちの力で社会の変革

を進めようとしている兆候が見られる。しかしそれはスポーツとか芸術・文化の面で見るこ

とが出来るのであるが、政治や経済の分野では立ち後れが目立っている。すなわち立法・行
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政・司法に関する公職や民間企業・団体における政策・方針の決定過程における女性の参加

は、極めて遅れている。

わが国では女`性の総理大臣は皆無であるし、大臣についても男性中心で、女性大臣がもっ

とも多かった細川内閣でも３人にすぎず､現在の第２次村山内閣では一人もいない。これは立

法機関の代表である国会議員についても同様で､女性議員の割合は1994年３月現在で2.7パー

セントにすぎず、列国識会同盟の調査によると176カ国中149位、先進国中最下位である。比

較的女性議員の多い参議院でも、1994年７月現在、女性議員の割合は15.1パーセントであっ

た。地方議会でも同様で、1993年末現在で女性議員は、都道府県議会議員の2.6パーセント、

市会議員の５９パーセントなど､全体で3.4パーセントにすぎない。（総理府、「平成6年版､女

性の現状と施策｣、45-46ページ）

国の政策決定に国民の意向を反映させる場であるはずの各種審議会でも、女性委員は1995

年３月末現在で507人で、委員総数4,478人の113パーセントである。これは「西暦2000年

に向けての新国内行動計画」で1995年の達成目標値とされた15パーセントにほど遠い。各種

審議会の２割は、女性委員を一人も置いていない。

女性の雇用については第３章で取り上げるので、ここでは簡単に述べると、1,90年の国勢

調査で「管理的職業従事者」に占める女性の割合は８８パーセントにすぎなかった。この比率

は国家公務員では1.7パーセント、民間企業では3.6パーセントである。こうした中で女性の

管理職がやや多いのは、企業団体の役員12.1パーセントである。（｢知恵袋」］994年版）

1973年の第34回国連総会では「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約｣採

択され、わが国も1985年の批准に先だって多くの国内法の改正を行った。その結果、法律的

には男女差別は一応解消しているはずであるが、実状をみるとまだ多くの問題が残されてい

る。例えば男女雇用機会均等法をとってみても、法律上の建前はともかく、男女平等を事業

者の努力目標にとどめたり、禁止事項について罰則規定を欠いているため、実際の運用に当

たって女性の不利益が解消されていない。

さらに女性に対する夫や恋人による暴力､職場におけるセクシュアル･ハラッスメント、売

春、ヌード写真ブームなど､社会の各方面で女性蔑視や虐待につながる現象が後を絶たない。

日常の家庭や職場においも、女性が期待されている役割の中には、男女平等社会では考えら

れないようなり慣行や差別がまかり通っている。こうした状態を改善するには、女`性が自らを

守り、自由に発言・抗識するだけでなく、こうした状況を許容する社会の仕組みを変えてい

く必要がある。女性が女性自身の力でそのような社会をかちとるためには、そのエンパワー

メントが重要な課題となるわけある。
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４エンパワーメントと教育

女性の自立と社会的活動への進出を進めるためには、法的不平等の是正や経済的条件の改

善など、マクロの立場から国として改善すべきことがらも多いが、それだけでは十分ではな

い。最も基本的なことは、女性自身がこうした改善策の推進力になる力を付けることであり、

社会変革の起爆剤になることである。そのためには女性自身の健康（肉体的能力）と経済的

自立が必要であることは言うまでもないが、さらに教育によって知的・精神的能力を開発す

ることが不可欠である。女性差別の撤廃、不平等の是正は与えられるものではなく女性自身

が勝ち取るべきものであることを考えると､個々の女性自身の能力開発を目的とする教育が、

いかに重要なものであるかを強調しすぎることは出来ないであろう。

国連開発計画（UNDP）のデータ（1980年現在）によれば、西アジアを除くアジア32カ国

のうち、男女平等がかなり達成されている國、すなわち女子の平均在学年数が男子の80パー

セントまたはそれ以上であるところは日本、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピ

ン、モンゴリア、フイージー、サモア、ブルネイの８カ国に過ぎなかった。これに対してイン

ド亜大陸を中心とする７カ国では、女子の水準は男子の50パーセント以下となっている。識

字率や中・高等教育進学率についても類似の傾向が観察されている。（国連開発計画、「人間

開発報告1991年｣、表10）

わが国の教育の現状を見ると、幼稚園から高等学校までは在学者のうち女`性の占める割合

は49パーセントないし50パーセント近くを占め、人口の男女比を考慮すると女性の就学率は

男性のそれをやや上回るほどである。中学校から高等学校への進学率で見ても、1960年前後

から女子の進学率が男子のそれを上回るようになっている。1993年の実績では、男子の高等

学校進学率95.3パーセントに対して女子は96.5パーセントであった。

高等教育についても、1913年現在、大学（短期大学を含む）への進学率は男子38.5パーセ

ント、女子43.4パーセントであって、女子の進学率が５ポイントほど高い（｢平成５年度我が

国の文教施策｣､535ページ)。女子の大学進学率が男子を上回ったのは1989年（平成元年）の

ことで、この年は女子の大学進学率が安定した増加傾向を維持したのに対して、男子の進学

率が、折からの若年労働力に対する大きな需要の影響を受けてやや低下したため、逆転が起

きたのである。しかしその後男子の進学率は38パーセント台に回復したにもかかわらず、女

子のそれは40パーセントを超えてさらに上昇を続けたため、女性上位は依然として続いてい

る。
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我が国の大学進学率が､国際的な一応の水準である35パーセントを越えたのはそんなに古

いことではない｡男女平均の進学率は、1955年には101パーセント、1965年にいたっても17.0

パーセントで、現在の半分以下であった（｢日本の統計1994｣、295ページ)。これが急上昇し

たのは1965-1975年の１０年間で、1975年までに進学率は378パーセントに達した。注目す

べき点は、この間に男子の進学率が倍増したのに対して､女子のそれは3倍増と急増している

ことである。

このように大学･短大への進学率が急増した背景としては、1960年代から1970年代初頭に

かけての目覚ましい経済成長に支えられて、国民の生活水準が上昇し、大量の若者の大学進

学を可能にしたことがあげられるであろう。しかしこのような背景の中で、進学率を押し上

げた特殊事情として人口学的な変化を指摘することが出来る。すなわち大学等の在籍定員は

当時緩やかな増加を続けており、大学・短大入学者数は1965年の33万人から1975年の61万

人へ増えた。これに対して大学生予備群とも言うべき１８歳人口は、1966年の249万人から

1976年の154万人へと10年間で４割近い減少を示したのである。この間進学志望者数は、１８

歳人口の減少にも関わらず依然として学生定員を大きく上回っていたから、結果として大学

入学者数が減少することはなく、減少した18歳人口に対する進学率の大幅上昇をもたらした

わけである。

このことは今後の我が国の大学進学率を予想するうえに、示唆するところが大きい。すな

わち我が国の１８歳人口は、1993年の205万人を頂点として減少を開始し、西暦2000年には

151万人、2007年には129万人へと減少するものと予想されている（｢平成５年度我が国の文

教施策｣、315ページ)。文部省では今後、大学・短大・高等専門学校の新設・増設は抑制する

方針をとっているので、学生定員そのものは将来も安定した大きさを保つであろうと思われ

る。もし現在微増傾向を示している進学志望率に大きな変化がなく、今後とも進学志望者数

が大学等の学生定員を相当数上回る状態が続くとすれば、結果的に将来の進学率はいっそう

上昇する筈である。

我が国の高等教育機関には、大学院（修士および博士課程)、大学（4年制)、短期大学（２

年制）のほか、高等専門学校（4年制および専門課程)、国立養護教諭養成所、国立工業教員

養成所および専門学校（専修学校のうち高等学校卒業程度を入学資格とする専門課程）等が

ある。このうち文部省が「高等教育」として統計上分類している短期大学、大学、大学院修

士課程、大学院博士課程､、国立養護教諭養成所、国立工業教員養成所の入学者および高等専

門学校４年生の合計数をとると、1993年現在、入学者数で87万６千人、在学者数で294万人

である。このうち－番大きな割合を占めるのは大学（短期大学をのぞく）で、１９９３年の入学
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者数は55万５千人で高等教育機関入学者総数の63.4パーセントにあたる。これについで短期

大学入学者が29.1パーセントの25万５千人、大学院の５万５千人等となっている。

しかしながら女子教育の観点からみると、わが国の高等教育には大きな問題が残されてい

る。1994年５月現在、高等教育機関進学者のうち女子の占める割合は短期大学で91.8パーセ

ント、大学学部で31.8パーセント、大学院修士課程で20.9パーセント、大学院博士課程で１８６

パーセントと大きなばらつきがある。いいかえれば高等教育機関に進学した女子の過半数、

61.6パーセントは短期大学に集中している。言うまでもなく短期大学は2年制であるから、高

度な専門教育を行う時間的余裕がなく、一般教養的科目が教育の中心とならざるを得ない｡こ

れは卒業後の就職に際して、専門的職業を選択する際のハンディキャップとなる。

これにたいして男子で短期大学へ進学する者は2.5パーセントにすぎず､殆どが4年制大学

に進学するから、修業年限および専門的知識で計った場合に、男子の優位もしくは女子の立

ち後れは明瞭である。（｢平成６年度女性の現状と施策｣、297ページ）

専攻分野については､女子は4年制大学においては人文科学専攻者の割合が高く、短期大学

では人文科学専攻に加えて家政、教育専攻が高い比率を占める。その結果、理学、工学、農

学、医学、薬学、保健等を含む理科系専攻女子の割合は12.6パーセントにすぎない（1992年

度)。女子学生で理科系専攻者の割合が少ないのは欧米諸国にも共通した傾向であるが､わが

国ではそれが際だっている｡文部省の国際比較によれば､理科系専攻者はイギリスで25.1パー

セント、西ドイツで30パーセントであった。（村松「エンパワーメントの女性学｣、７８ページ）

先に述べたように我が国女子の大学進学率は、1960年代後半から1970年代前半にかけて急

速に上昇した。そのため女子の平均的教育水準をみると年齢によって大きな差が生まれ、あ

る年齢層を境にして世代間の断絶が存在する。1990年国勢調査をとってみると、45-49歳女

子の高等教育卒業者は12.0パーセントであるが、４０－４４歳では187パーセント、35-39歳

では26.7パーセント、30-34歳では390パーセントと急速に増え、在学者を含めた20-24

歳では47.3パーセントが高等教育機関の卒業者もしくは在学生である。こうした教育水準の

上昇は男子についても同様に見られるが､出発点ともいえる1960年代においては男子の進学

率が女子と比べて格段に高かったため、絶対的な変化の幅は女子ほど大きくない。1960年代

後半に大学教育を終了した45-49歳人口（1990年現在）についてみると、高等教育修了者は

女子12.0パーセントに対して男子は21.7パーセントである。（｢1995年国勢調査報告、第３巻

その1｣、２１８ページから算出）

大学卒業者が1割に満たない世代と、それが半数近くまで上昇した世代とでは､同じ女子と

いっても意識や行動の面に大きな違いが生まれても不思議ではない。それが全般的生活水準
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の向上や経済的環境の変化と平行して起こればなおさらのことである。その変化がどのよう

なものであるかは、未だ充分に解明されているとは言えないが、今までのところ、女子の職

場進出と結婚・出産行動に顕著に現れているようである。女子の職場進出については別の章

で取り上げられているので、ここでは教育水準の上昇が人口再生産に及ぼす影響を分析して

みたい。

５わが国の教育水準と家族・人口の再生産

我が国の出生率は、現在、超低水準にある。1994年の粗出生率は1００（人口千人あたり)、

合計特殊出生率は1.50で、1993年のそれぞれ9.6および’４６と比べると若干の回復を示して

いるが､依然として先進諸国中でも最低の水準にあることに変わりはない。（]995年６月未発

表の厚生省大臣官房統計情報部資料「平成６年人口動態統計月報年計（概数）の概況」によ

る｡）そして多くの研究によって、この低出生率の主な原因が結婚年齢の上昇（晩婚化）や未

婚者の増加（非婚化）と結びついていることも明らかになっている。

厚生省の人口動態統計によれば、戦後の我が国の初婚年齢は男27.3歳、女24.5歳前後でか

なり安定していたが､1960年代の末から1970年代の始めにかけて男女とも若干の低下を示し、

1972年には男26.7歳、女24.2歳となった。しかし1973年以降は増加傾向に転じ、その傾向が

継続したため平均結婚年齢は1993年に男28.4歳、女26.1歳まで上昇した。この20年間の平

均結婚年齢の変化は男Ｌ7歳、女3.6歳の上昇である。この間、初婚年齢における男女差は、

戦前の４歳以上から、戦後1950年代、６０年代の2.8歳に低下し、1993年にはさらに2.3歳へ

縮小した。

平均結婚年齢の上昇はそれ自体かなり顕著ではあるが、現在の持続的な低出生率を説明す

るものとしては十分ではない。なぜかと言えば結婚年齢はあくまでもその年に結婚した人々

の結婚時の平均年齢であって、結婚予備群すなわち高齢化する未婚者の増加は計算外だから

である。したがって晩婚化、非婚化の実態を捉えるためには、国勢調査等による年齢別の未

婚者の割合を見なければならない。

国際調査をもとにして厚生省人口問題研究所が計算したところによると、若年層における

未婚者の割合はおおむね1975年以降、男女とも増加を開始した（｢人口統計資料集1994｣、９５

ページ)。たとえば20-24歳女子の未婚者割合は、1975年に69.2パーセントであったものが、

その後各年の国勢調査では上昇を続け、1990年には850パーセントとなった｡25-29歳では、
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同じ期間に20.9から40.2パーセントへと二倍近い増加である。未婚者割合の増加が男女比の

不均衡、つまり適齢期男子の不足によるものでないことは、未婚者の増加が男子にも同様に

起こっていることからも窺われる。1975年から1990年までの期間に、男の未婚率は25-29

歳で48.3パーセントから64.4パーセントへ、３０－３４歳では]4.3パーセントから32.6パーセ

ントへ急増した。

こうした婚姻動態の変化については、まず経済的条件の悪化がその原因として指摘される

だろう。我が国の国民経済について言えば、1973年秋のいわゆるオイルショック以来、それ

までの高度経済成長の時代から安定成長の時代へと転換したことは周知の事実である。一般

大衆にとってその転換の意味するところは、それまでの年率10パーセントを超す実質賃金の

上昇が一挙に失われることであった。労働省の統計によれば、全産業を平均した賃金の対前

年上昇率は、1970-75年の平均18.7パーセントから、1975-80年には7.9パーセント、1980

-85年には3.7パーセントへ激減した。］0パーセントを超える賃金上昇があれば､借金をして

結婚式を挙げ、住居の手配をしても、赤字は大幅な賃金の上昇によってまもなく帳消しにな

る。オイルショック後の低成長は、このような時代の終焉を意味し、結婚に対する決断にも

大きな影響を及ぼさない訳にはいかなかったであろう。

しかしこのような経済的条件だけで長期的に進行している晩婚化・非婚化の傾向を説明す

るのは難しい。オイルショック以来、成長のスピードが鈍ったとはいえ、例外的な年を除い

て実質経済成長率はその後も５パーセント以上を保ってきたし、オイルショック後2パーセン

ト台になった完全失業率も特に高いものとはいえない｡失業率が3パーセントを越え、国民総

生産の伸び率が1パーセント以下ないしマイナスに転じたのは1992年以後、つまりごく最近

のことである。（労働省「前掲香｣、352-360ページ）

それでは最近二十年間、なぜわが国では晩婚化・非婚化が継続的に進んできたのであろう

か。1992年に行われた厚生省の第１０回出生動向調査によって独身青年層の結婚観を見ると、

｢一生結婚する意志はない」とする未婚者は着実に増える傾向を見せている。３５歳未満人口

(既婚者を含む）をとると１０年前（1982年）の第８回出生動向基本調査によると、「一生結婚

する意志はない」とする者は男子で1.3パーセント、女子で1.6パーセントであったが、1992

年にはそれぞれ3.4パーセントおよび2.8パーセントに増えた。とはいえこの非婚志向者の割

合はまだきわめて低く、若者の間でも結婚志向は依然として強いと見ることが出来る。

そこで結婚の意志を持つ未婚者について、さらにこれを「ある年齢までには結婚する」と

いう年齢重視派（以下、「年齢派」と略称する）と「理想の相手が見つかるまではしない」と

いう理想追求派（以下、「理想派」と略称する）にわけてみると、後者の占める割合が最近急
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速に増えている。理想派の割合は、男子では1987年（第９回調査）の37.5パーセントから1992

年には45.5パーセントに増え、女子の間でも同じ５年間に445パーセントから49.6パーセン

トに増えた（第１０回調査、第２報告書、１５－１６ページ)。逆に言えば年齢派の相対的減少で

ある。この点に関する質問は1987年調査で初めて取り上げられたもののようで、それ以前の

データは見当たらない。しかし結婚適齢期を重視し、極めて狭い適齢期の間にほとんどの若

者が結婚していた1960年代には､結婚志向の内容としても年齢派の割合がもっと高かったと

想像しても大きな誤りはないであろう。

年齢別に見ると理想派の割合は、男子では年齢とともに低下するのに対して、女子では年

齢とともに上昇する。これは極めて興味深い数字で、女子の場合には年齢派が比較的若い年

齢で結婚していくので、年齢が高くなれば歳にこだわらない理想派が残ることになり、その

割合が高くなるという説明が付く。しかし男子の場合にはそうではなく、年齢派が歳ととも

に増えている。何故そうなるのかはよく解らないが、男性が歳とともに結婚をより現実的に

考えるようになるためか、あるいは社会的活動を続ける中で社会的圧力・個人的不便などか

ら結婚の必要性をより強く感じるようになるためであろうか。

このようなデータから見えてくるのは、女性が結婚相手の選り好みをし、その結果として

結婚できない男性が増えているという傾向である。それはかって「適齢期」に強くこだわっ

た日本人女性が変わってきたと言うことであり、伝統的な結婚観の重大な変化を意味するだ

けでなく、家族のあり方を根本的に変化させる原因となるとも考えられるのである。それで

は何故女性は結婚相手の選り好みを始めたのだろうか。そこで女性の理想派の実態をさらに

分析すると、これが学歴と明瞭な関係を示していることが判る。データを見ると中学から高

校・短大・大学へと学歴が高くなるに従って、理想派の割合が増える。高卒と大卒を比較す

ると、1987年調査では38.9パーセント対54.8パーセント、1992年調査では46.6パーセント対

55.9パーセントの開きがある。高卒派の間でも理想派がどんどん増えているため、大学卒と

の差は縮まる傾向にあるが、大学卒の中の理想派も増えているから、その差はまだ10ポイン

ト近くある。

それではこのデータから、大卒女子には理想派が多いから未婚者が増えるのだと言い切る

ことが出来るだろうか｡理屈を言えば､高卒と大卒の相違は年齢榊成の違いによるもので､大

卒者は未婚の比較的高齢者が多いから理想派が増えるのであって、その逆ではなかろうとい

う議論が成立するかもしれない。この点を意識してであろうか、前記1992年報告書で厚生省

人口問題研究所は、多変変量統計解析の手法（ロジステイック回帰分析）によって各要素の

独自の影響度を計算した結果を発表している。それによると女子の場合、「年齢派」のオッズ
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比（年齢派になりやすい度合い）は、男女共学の高校卒を10とすると大卒は0.799と低くな

ることが分かる。短大卒のオッズ比は高卒とあまり変わらず、男`性の場合は大卒の方が「年

齢派」になりやすい。

年齢・学歴と並んで重要と思われるのは職業であるが、前記の報告書によれば、「事務・販

売・サービス」を基準としてみた女性の場合、「専門・管理職｣、「パート・臨時・無職・家事」

および「学生」の年齢派オッズ比がかなり小さくなる。言い換えれば後者のグループでは理

想派が多いことになる。経済的自立性の高い「専門・管理職」で理想派が増えるのは分かる

として、必ずしもそうとは考えられない「パート・臨時・無職・家事」および「学生」のグ

ループでも理想派の比重が、経常的な職業をもつ女性の場合よりもより大きいことは注目に

値しよう。女性にとって職業を持つことは、必ずしも結婚に関して理想派に傾くことを意味

していないようである。理想派を育てるのは職業よりも教育の力だと考えられるのである。

大卒女性の結婚生活に対する見方は、中・高・短大卒とは、ある点で大きく違っている。ま

ず現在の独身生活についてであるが、調査によれば、独身生活に利点を認める者の割合は短

大卒以上で非常に高く、９０パーセントを超えている。その理由は、「行動や生き方が自由であ

る」とする者が一番多く、「友人など広い人間関係が持ちやすい」が2番目である。そのなか

でも大学卒業者の間では自由を重視する人の割合が65.1パーセントと高く短大卒の59.6パー

セントをかなり上回る。個性的な生き方に執着し､将来の可能性に賭ける傾向が4年生大学卒

業者の間で強まっているといえよう。

その反面、結婚に利点を見いだしている未婚女性も多く、高卒・短大ではそれぞれ72.0,

72.9パーセントを占めるが、大卒では70.6パーセントとやや低い。結婚生活の利点として未

婚女性全般に高い評価を持つのは「精神的なやすらぎの場が得られる｣、「自分の子供や家族

が持てる｣、「現在愛情を感じている人と暮らせる」などで、「経済的に余裕が持てる」ことを

理由とする女性は僅かである。学歴別に見ると、大卒女子の間では「精神的なやすらぎの場

が得られる」を挙げる人が65.1パーセントと他のグループよりもかなり高く、第2番目の「自

分の子供や家族が持てる」は169パーセントで、同じ理由を挙げる短大卒の23.2パーセント

をかなり下回る。このように大学在学年数の増加とともに、結婚を経済的な安全弁と考えた

り、家族再生産の場とする考え方が減り、精神的なやすらぎという個性的な欲求の充足を目

的とするように変わってきたと見ることが出来るようである｡。

このように高等教育を受けた女性は充実した独身生活の楽しみを知っており、結婚によっ

て得られるもの、失われるものをしっかりと計算している。短大卒ではそれでも「自分の子

供や家族を持つ」という伝統的な結婚の意味付けを維持しているが、大卒女子になると、精
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神的自由を含めた自分の生活を重視する態度が主流を占めるようになる。結婚し、出産すれ

ば職場を離れるのが現在の女性を待ち受ける代表的なライフコースであり、理想的な相手と

結婚するのでなければそういう生活にはあまり魅力を感じないということなのかもしれない。

共稼ぎについては、家事や育児について夫の理解や社会環境に問題があり、女性に過度の負

担がかかる現実を彼女らは冷静に見ているのであろう。

かって女性の高等教育が少子化の原因だと発言して、問題にされた政治家があったが、だ

から女子の高等教育は不要だという議論は非現実的である。在学年齢の延長が直ちに晩婚化

をもたらすという議論も、正しくない。教育は男女を問わず現実を客観的に見る目を養うも

のであるから、教育を受けた女性が結婚にまつわる様々な問題を意識するようになったから

といって、それを教育のせいにするのは筋違いというものであろう。要はそうした問題点を

女性自身が改善していく力を持つかどうかである。女性のエンパワーメン卜は、家庭の建設

をはじめとしていろいろな分野で社会を変え始めている。

６むすび

国民全般にたいする教育の普及・拡充を抜きにしては、あらゆる國の経済・社会の発展は

ありえない。女性の能力開発の遅れや、女性の社会的活躍のための機会と条件の欠如は、人

道的見地から許されないことは勿論であるが、社会的にも大きな損失である。現在、アジア

諸国はこぞって経済的発展をめざして努力を続けているが、多くの園で女性の地位とくに教

育面での差別が解消されておらず､それがさらなる経済的･社会的発展の腔路となっている。

アジアの一角に存在するわが国も、こうした後進性を社会の深部に強く残していることを忘

れてはならない。

わが国の女性の地位は､国際的にみるとまだまだ低い｡法律上の建前はともかくとして､明

治維新以来つちかわれてきた男尊女卑の社会的伝統は、一片の法律によって一朝一夕に解消

するものではない。そのなかにあって女子教育は確実に進歩を遂げてきた。各段階の進学率

をみる限り、男女平等はすでに達せられているようであるが、内容的には女子の高等教育で

は短期大学に比重が大きいことに示されるように、まだまだ改善すべき余地が多く残されて

いる。しかしこのような限界にもかかわらず、これまでに達成された女子教育の進展は、社

会のあり方､その中における女'性の地位と役割を確実に変化させ始めているように思われる。

家庭や職場における女性の力は、少子化、晩婚化、非婚化という思いがけない方法で、わが
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国の社会に激震を与えているのである。
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第３章エンパワーメン卜と経済

アジアにおける女性の経済参加一■■■■■■

嘉悦女子短期大学

助教授渡辺真知子



１はじめに

女性のエンパワーメントを経済面に絞って論じるとしても、生産活動への参加およびその

評価、資産すなわち生産手段の保有・相続状況、消費者としての行動など様々な視点がある。

しかも、これらは社会の慣習、文化、宗教などに規定されており、相互に関連していること

は誰もが認めるであろう。例えば、その社会が「女性の役割」を何に求めているのかによっ

て、女`性への教育投資の程度、女性に開放されている職種、女性労働に対する評価（したがっ

て賃金・給与水準などの労働条件）などは大きく異なってくる。

「世界人口白書（1995年版)」は、「女性と経済」の状況を「途上国では80％の食物が女性の

手で生産されているにもかかわらず、その耕している土地は、ほとんどがその女性たちの所

有ではない。世界の３分の１の労働力は女性であるが、その多くは無給である。・・・ほとん

どの途上国では、インフォーマルセクターで働いているのは圧倒的に女性である。フォーマ

ルセクターでは、女性の労働は低賃金の仕事にかたよっている。・・・パートタイムや一時

雇用は、世界的にも一般的になってきているが、その65～90％は女性が従事している。これ

は短期的には、家事を行いながら仕事に就けるという点で利点があった。しかし女性がこの

ような形態で雇用されるということは、雇用の安定、職業再訓練を受ける機械や付加給付の

点において、長期的には女性の不利益につながる｡」と記述している')。

本章は、アジア諸国の女性と経済の関係を、女性労働の面からみたものである。日本や韓

国など統計の利用可能な国を例に取り、経済発展に伴う女性の経済参加状況の変化も追って

みたい。

２女性労働の現状

1992年の全世界の生産年齢人口（15～64歳）は33.6億人で、この68％に当る22.9億人が労

働力として数えられる。そしてその35％、約８億人が女性である2)。労働力に占める女性の

割合は地域によって差があり、一般に、アジアの中では東･東南アジアで高く、南アジア・中

東で低い。

アジア主要１３カ国の女性の経済活動参加状況を比較したのが表lである。１５歳以上人口に
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占める経済活動人口の割合でみた女性の労働力率は、最も高いタイが763％、最も低いパキ

スタンが14.0％と国による差が大きい3)｡男性と比較して､いずれの国も女性の労働力率は低

く、公式統計に表れる経済活動参加度には性による開きが相当ある。男性労働を100とした場

合の女性労働の割合をみると、７割を超えるのがタイ、中国、バングラデシュの３国で、タイ

は，割に近い。これに対してパキスタンは２割にも満たない。その他の国は５～6割台に分布

している。

労働力率や男性労働に対する割合といった総合的な指標の背後にある年齢別女性労働力率

パターンをみると、女性の経済参加度は、その社会の文化的背景や産業構造を色濃く反映し

ていることがわかる4)｡農業が経済の中心産業となっている国では､年齢別パターンは台計に

近い形になる（タイやバングラデシュ)。女性は一生を通じて農業に従事し、子育て時の中断

がないからである。また、一般に、イスラム圏では女性が｢外」で働くことが難しいため、女

性の労働力率は相対的に低い（パキスタン)。工業化の進んだ国では、２０～24歳といった若い

年齢層で労働力率がピークを迎え、その後は減少していく（日本､NIES諸国､最近ではマレー

シアでもその傾向が窺える)。その中で､子育てが終わったときに再び労働力となる傾向を示

す国もある（日本、韓国)。

労働力としての女性の立場は、労働力率に示される「参加度」だけでは不十分で、女性に

開放されている職種に制限はあるのか、労働条件に性差別はあるのかといった面ををみる必

要がある。通常、各国とも様々な制約により「働く場」は男女でかなり違う。表Ｚは女性労働

がどの産業に、表３はどの職業に、また、表４はどの従業上の地位に、それぞれ集中している

のかをみたものである。いずれも各カテゴリーの労働力総数に占める女性の割合も示した。

日本やNIES諸国では、経済発展の結果、農業など第１次産業の比重が低下していることを

反映して(香港とシンガポールではもともと土地の制約があり低い水準にある)、女性労働の

場合も榊成比は低いが､他のアジア諸国ではタイの63％を段高とし、インド、インドネシア、

パキスタンなどが５割を超えている（データが利用可能でないが、バングラデシュ、ネパー

ル、ラオス、ミャンマーでも５割を超えると考えられる)。すなわち、経済発展に伴う産業構

造の変化によって所得水準が高まってきた国々を除けば、アジアの多くの国の女性に対して

農業は依然として大きな雇用機会を与えている｡第１次産業従事者全体に占める女性の割合を

みると、タイ、韓国、日本が5割弱を占め、男性とほぼ同数が従事している。他の国はほぼ２

～３割台で、女性にとって農業は大きな雇用機会を与えてはいるが、その主要労働は男性が

担っている。

世界的にみれば、製造業は一般的には男性の職場であるが、アジアの場合、日本、NIES諸
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国のみならず、外資導入によって工業化が急速に進展している東南アジアやスリランカなど

でも女性の雇用が伸び、製造業も女性労働吸収部門としての比重を高めている。製造業従事

者全体に占める女性の割合を計算すると、スリランカが55％と過半数を占め、タイ、マレー

シア、インドネシア、フィリピン、シンガポールでは５割弱と、男性とほぼ同じ数の女性が製

造業部門で働いている。

アジアの女性労働の多くが製造業に従事しているといっても、それは特定業種であること

にも注目しなければならない5)。例えば、香港（1993年）では、製造業に従事している女性

の40％は衣料産業に、また繊維産業と一般機械・電気機器産業にそれぞれ15％と、これら３

業種で70％を占める。この3業種への男性の集中度は46％で、女性に比べかなり低い｡マレー

シア（1991年）では、電気・電子産業が38％と最も多くの女性を雇用し、衣料産業０２％）

がこれに次ぐ。男性の場合も電気・電子産業のシェアが最大であるが15％にとどまる。フィ

リピン（1990年）では、衣料産業が35％と最大で、食品加工業（17％)、電気・電子産業（１２

％)、繊維産業（11％）がこれに次ぎ、これら４業種で製造業に従事する女'性労働の75％を占

める。これに対して男性の４業種への集中度は45％である。

これらの例からも明らかなように、アジアでは多くの女性が製造業で働いているが、女性

に雇用機会を提供しているのは、繊維・衣料、電気・電子工業といったかなり限られた業種

であることがわかる。これは、アジアの工業化が、こうした比較優位のある労働集約的産業

を中心に進んでおり、特に「安い．質の良い労働力」を求めた日本や欧米、そして最近では

NIES諸国の企業進出よってリードされている１つの結果である。ちなみに、衣料産業と電気・

電子工業の賃金を製造業平均（=100）と比較してみると、韓国（1992年）が衣料67、電気・

電子92、シンガポール（1993年）が衣料59、電気・電子106、タイ（1991年）が衣料75、電

気・電子92,となっており、特に衣料産業の賃金は平均よりもかなり低い状況にある`)。すな

わち、製造業で働く女性は、フォーマルセクターではあるが、低賃金の業種に偏っているの

である。

農業部門の比重が高い国を除けば､女性労働に占める第３次産業の割合はいずれの国でも大

きい。ただし、第３次産業には様々な産業が含まれているので、全体として論じるには問題が

ある。女性が集中しているのは、商業とサービス業（主として個人サービス）で、金融業や

運輸業、サービス業でも事業サービスなどでは低い割合を示している。所得水準が相対的に

低い国ほど、商業とサービス業に多くのインフォーマルセクターが混在していることが、女

性労働の集中する大きな要因となっている。また、こうした女`性が集中している商業や個人

サービス業が相対的にみて低賃金水準にあることにも留意する必要があろう。
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職業別に女性の割合をみてみよう。一般に女性が集中するのは、事務、販売、サービスの

各職種であるが、国によって若干の差がみられる。例えば、バングラデシュとスリランカで

はこれらの職種の比重はかなり低く、前者は農業、後者は農業と生産の比重が大きい。イン

ドネシアでは事務の比重が低い。シンガポールでは販売と生産の比重が高い。日本と香港で

は、事務の比重が特に高く、サービスもかなり高い。

社会において「決定」にたずさわる機会が多い行政的・管理的職業は、男女を合わせた労

働者総数でみても各国ともその比重は低いので、女性の相対的な進出度を確認するために同

職業に従事する労働総数に占める女性の割合を比較してみたい｡シンガポール(35.8％)、フィ

リピン（33.7％)、スリランカ（24.6％）が比較的高い割合を示しているが、韓国（4.0％)、バ

ングラデシュ（5.1％)、日本（8.5％）は低い水準にある。また専門的・技術的職業について

同じ指標で比較すれば、シンガポール、バングラデシュを除くと各国とも４割を超え、全職業

に占める女性の割合よりも若干高くなっている。特に、フィリピンでは62.7％と専門的・技

術的職業従事者の３人に２人弱が女性である。

次に従業上の地位からみた女性労働の現状を確認しておこう。日本やNIES諸国のように工

業化が進み、所得水準の高い国では、男女とも「雇用者」の比重が大きいのに対して、その

他の国では「雇主・自営業者」（多くの場合インフォーマル・セクターと考えられる）と「無

給家族従業者」の比重が大きい。特に、女性の場合は各国とも「無給家族従業者」の比重が

男性に比べてかなり高い｡例えば、タイの場合､男性26.3％に対して女性は542％が無給家族

従業者として働いており、パキスタンでも男性15.6％に対して女性は47.7％、インドネシアで

も男性14.1％に対して女性の44.7％となっている。その結果､全体として女性の労働力が少な

いパキスタンは例外として、各国とも「無給家族従業者」の大多数は女性である。

女性は、一般に、教育水準が低いこと、家事・出産といった役割があること、社会・文化

的な制約があることなどにより就業機会は限られたものとなる。その結果、賃金が比較的低

い産業・職種、熟練よりも非熟練職種、フォーマル・セクターよりもインフォーマル・セク

ターに集中しがちであり、多くの女性労働者は法律の適用外に置かれたままになりがちであ

る。その結果、女性の賃金は男性よりも低く、昇進の機会も乏しいなど労働条件上不利な立

場におかれることが多い。アジアの場合も例外ではない｡例えば､表5に示すように非農業の

賃金格差（男性＝100として）は、最近年でみて、シンガポール72、香港63、韓国56、日本

51など、スリランカを除くとかなり低い。中でも製造業における賃金格差は、ほとんどの国

で相対的に大きい。これは既に述べたように、相対的に低い賃金の業種に女性が集中してい

る結果である。
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３経済発展と女性労働

国による差が大きいものの、アジアでも女性労働が、無給家族従業者の割合が高いことや

低賃金の状態にあることなどに象徴されるように、一般に男性と比べ不利な状況に置かれて

いることは事実である。ただし、アジア各国を比較してみると、所得水準が高い国ほど、無

給家族従業者の割合が低下し、雇用者の割合が高まってきている。こうした事実からみれば、

経済発展が進むにつれて、女･性の経済的貢献は社会的に顕在化してくるといえよう。ただし

厳密にいえば、クロスセクションによる比較では、各国の宗教・文化など社会面での差異と

所得水準の差異が一緒になってしまうため、確定的なことはいえない。そこで、データの利

用可能ないくつかの国について時系列の変化をみたものが表６と表7である。表６に職業構成

の変化を、表７に従業上の地位の変化を示した。

日本では1960年代の高度成長を通じて、またNIES諸国では70年代を通じて、ＡＳＥＡＮ諸国

では80年代を通じて工業化が急速に進み、産業構造も大きく変化し、所得水準も急速に高

まってきた７１゜こうした点を念頭に入れて女･性労働の変化をみると、各国とも経済発展に伴

い、無給家族従事者のシェアは明らかに低下しており、程度は小さいものの雇主・自営業者

(その多くはインフォーマルセクターに属している､あるはそれに近い小店主などと考えられ

る）のシェアも低下している。

かなり長期にわたって観察できる日本を例にとってみれば、高度成長がスタートする頃の

1955年では女性労働の543％は無給家族従事者にカウントされており、雇用者は32.7％に過

ぎなかった。無給家族従事者の多くは農業部門に属していた。高度成長が終り、日本の所得

水準が欧米水準に達した1975年になると、無給家族従事者の割合は27.6％に、雇用者の割合

は58.6％となり、両者の比重は逆転している。そして現在では女性労働の４人に３人は雇用者

で、無給家族従事者は10人に１人にまで低下している。1970年代に入ってからの雇用者の伸

びは、「事務職」での伸びが中心となっている。1970年から90年までに日本全体で事務職は

467万人増加しているが、このうち356万人、３/4が女性の増加である。

韓国でも、無給家族従事者の割合は1966年の52.8％から９３年には23.0％へと低下するな

ど、同様の傾向を示す。また、タイは、1990年時点でもまだ無給家族従事者の割合は54.2％

と高いが、これは農業部門がいまだに多くの雇用を吸収していることによる。無給家族従事

者の割合は他の国と比較すれば高いものの、1960年の81.7％、７０年の76.0％、８０年の68.1％

へと確実に低下しているのも事実である。タイは、最近急速に工業化が進展しており、今後
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さらに大きく低下することが予想される。

以上のように、各国とも経済発展の経過とともに、女性労働は確実に「近代化」しており、

女性労働の貢献は社会的に顕在化してきている。ただし、日本や韓国でも男女間賃金格差は

今なお大きく8)、また、行政的・管理的職業への進出度はまだまだ小さく、解決すべき問題は

多い。

［注］

l）国連人口基金「世界人口白書1995」世界の動き社、２７ページより抜粋。

2）WorldＢａｎｋ 1994による。､World、 ｏＤｍｅｍＫｅＯ｢【

3）統計を利用する場合には､女性労働力の実態と労働統計との落差に注意する必要がある。

その国が伝統的農業社会であればあるほど女性は男性と共に生産活動に携わるが、女性の行

う家畜の世話や機織などの手仕事の多くは自家消費用であったり、収入を伴わないため、労

働統計に反映されないからである。女`性の労働力率は、国によって、地域によって、特に農

村部において著しく低く把握されていると考えられる。

4）渡辺真知子「アジアにおける人間資源開発と女性労働」アジア人口開発協会「アジアの

女性労働参加と経済発展」1995,図Ｉ参照。

5）以下の数字は、ILO， ]９９４，Ｔａｂｌｅ５Ｂによる。ＤｋＬｉｌ

6）男女合計の賃金水準によって計算した。なお衣料産業は産業分類（ISIC）の322、電気.

電子工業は383をとっている。資料は、ILO， 1994,Ｔａｂｌｃｌ７ＡおYearBookofLabou「Sta[l5tI

よびＴａｂｌｅｌ７Ｂによる。

7）ASEAN諸国といっても、マレーシアやタイの工業化が1970年代末には目立った動きを示

しだしたのに対して、インドネシアは80年代後半と工業化は若干遅れてスタートしたり、政

治的に不安定であったフィリピンで外資の進出に伴う工業化の進展は比較的最近のことであ

るなど、国によるばらつきはある。また、NIES諸国の中でも、韓国と台湾の工業化の進展は

必ずしも同じ道をとっているわけではなく、また両国とシンガポールや香港とでも人口規模

その他の条件は大きく異なり、したがって経済発展の特徴はかなり異なっている。

8）賃金の男女間格差は、教育水準、勤続年数、年齢などで標準化しなければ正確な比較は

不可能である点には留意する必要がある。
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［付表］

産業構造。istributionofgmssdomesticpmduct(兜）
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成人非議率adultilliteracy(%）
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初等教育primaryeducation

中等教育secondaIyeducation

＊「世界人口白書」からの抜粋は、英文の27頁のボックス内の文章参照。
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表１アジア主要国の経済活動参加指標

(兜）

調査年／

調査年齢

労働力率（全年齢） 労働力率（１５歳以上） 女子の割合

(対男子100）男女計男子女子男女計男子女子

日本

中国

くＮⅢｓ＞

シンガポール

香港

韓国

く東南アジア＞

マレーシア

タイ

フィリピン

インドネシア

＜南アジア＞

スリランカ

パキスタン

インド

バングラディシュ

1993/１５～

1982/１５～

53.1

523

643

573

422

47.0

63.8

78.7

78.0

86.5

503

70.6

6８

７８

1993/１５～

1993/１５～

1990/１５～

64.5

62.5

49.9

791

78.1

68.3

50.6

46.5

32.6

７
８
１

６
５
５

49.9６２．１３７．４

」
単

1990,5-64～

1990/１３～

1993/10～

1992/１０～

37.6

56.3

48.2

59.7

269

52.8

59.6

81.9

64.7

65.5

77.1

87.7

818

82.6

42.2

763

47.8

49」

５
８
９
２

５
８
５
６

1993/１０～

1992/93/１０～

1991

1989/１０～

27.5

8.2

22.7

40.2

41.0

28.0

37.6

46.9

54.9

46.4

51.5

532

56.7

49.7

762

83.5

37.9

140

51

16

41

7178.689.1６７．４

出所：ＬＯ，

注： 女子

1994,1993およびYearBoofLabourStat1sllcs YearBookofLabourStatistics 1945～89.

女子の対男子割合は１５歳以上人口。



表２女性経済活動人ロの産業槽成と各産業に占める女性の割合

(兜）

鴬２次産業総数第１ 第３次産業 失業者

(製造業） (商業）（サービス）（その他）

香港
インド

インドネシア

日本

韓国
マレーシア

パキスタン

フィリピン

シンガポール

スリランカ

タイ

香港
インド

インドネシア

日本

韓国
マレーシア

パキスタン

フイリピン

シンガポール

スリランカ

タイ

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
帥
伽
Ⅱ
Ⅱ

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

４
９
６
６
６
３
９
４
１
８
８

●
ロ
■
■
巳
Ｇ
Ｂ
の
●
■
■

０
７
３
６
６
５
４
９
０
０
２

５
５
１
２
５
２
３
６

Ｚ
９
ｌ
９
７
０
２
９
５
６
９

Ｃ
●
●
●
白
ひ
巳
ｃ
●
●
●

２
５
３
５
４
８
２
１
９
０
１

２
１
２
２
２
１
１
２
２
１

２１１

5.2

12.5

21.8

225

268

11.1

11.4

27,6

18.3

10.5

５
８
６
５
４
８
０
７
６
３
０

０
■
●
●
●
●
■
●
●
？
●

西
７
扣
糾
蒟
妬
肥
蛆
句
幻
型

９
６
３
８
１
２
６
５
４
７
７

，
■
Ｐ
●
◆
●
■
白
●
Ｓ
士

’
１
９
６
１
９
２
２
２
４
０

３
１
２
３
１
２
２
１

２
９
６
２
９
１
８
６
８
１
７

ｍ
ｂ
●
●
■
●
■
の
■
●
曰

８
５
０
６
６
２
２
３
６
１
０

２
１
２
１
２
－
２
２
２
１

３
２
６
５
５
４
６
６
４
４
５

０
■
□
Ｇ
●
の
●
●
●
Ｃ
●

５
０
０
１
８
５
０
２
８
１
０

１
１

１

２．０

６
６
２

２
２
２

16.8

10.0

２８

２１０

２．４

全

ｇ
６
２
５
９
５
２
２
２
９
９

Ｃ
の
●
印
●
Ｃ
Ｄ
■
■
●
、

苑
泌
兇
刺
胡
弱
Ⅲ
打
側
羽
妬

９
８
５
４
５
１
３
２
０
７
８

●
Ｂ
●
●
●
●
●
Ｃ
ｅ
●
９

７
４
５
１
０
６
９
１
６
８
０

２
１
３
３
３
３
３
３
３
４

36.3

７
２
６
０
１
５
５
２
７
５
４

句
句
■
●
■
Ｃ
Ｇ
■
●
Ｃ
Ｏ

ｌ
７
８
６
６
４
７
６
８
ｌ
７

２
２
３
４
４
３
１
２
３
４

３
４
０
２
７
７
７
２
３
５
９

●
●
●
●
■
●
■
Ｄ
Ｃ
●
０

打
価
幻
胡
胡
灯
泊
妬
似
別
⑲

９
９
３
２
６
７
４
４
５
６
２

●
■
●
■
●
●
Ｂ
り
つ
●
ｂ

如
川
弼
墹
軋
羽
７
別
似
胡
鞘

３
７
４
６
７
５
９
８
５
０
８

■
■
▲
●
■
ｃ
ｃ
Ｂ
●
■
凸

咀
６
釦
岨
刈
刀
２
価
判
而
囲

７
１
０
８
９
５
７
４
３
７
９

５
■
ａ
●
●
●
●
●
●
Ｇ
■

匁
旧
測
蝿
幻
湖
艸
茄
別
胡
別

６
６
＄
８
３
１
５
９
６
１
６

●
白
●
●
■
己
。
●
■
■
■

７
２
５
２
８
３
１
３
５
０
０

２
３
２
２
１
３
１
１

４１．９

４２．８

３２２

38.0

41.8

42.3

513

５１１

資料：

注：

nOIYearBookofLabourStatisticS１，９３および1994

総数は分類不能を含む。

その他第３次産業は、運輸通信業、金融業、事業サービスを含む。

各国の調査年次と対象年齢は次のとおり。香港：1913/15歳以上、インド：1991/5歳以上、インドネシア：1992/10歳以上、
日本：1,93/15歳以上、韓国：1193/１５歳以上、マレーシア：1910/15～64歳、パキスタン：1,92/9Ｍ0歳以上、
フィリピン：１９９３/１５歳以上、シンガポール：1193/１５歳以上、スリランカ：ｉ993/１０歳以上、タイ：1190/１３歳以上。

1）

2）

3）



表３女性経済活動人ロの職業構成と各職業に占める女性の割合
(兜）

総数専門的.行政的．事務販 売サービス農林漁業生産 失業者

技術的職業管理的職業 ･狩猟業運輸

バングラデシュ 100.0１．５０．０４０．４０．６３２８９．４３７Ｌ１

香港ＩＯＯＯＩＯ７２．３３５．８１１９２３．５０４１３ｓ２．Ｏ

インドネシア100.0４３０．１２．９１８．７６．６４７．５１５．８３０

日本1000１１．，0.8２７．８１３．６１１９６．４２４．５２．６

韓国100.0９．２０．２１４．１１７．１１７．３１７．８２２．２２．l

マレーシア100.010.2０．７１４．２１０．８14.0２５．１２５．１

フイリピン100.0８．８1.16.0２２２１１．９２９．３１０．６10.Ｏ
シンガポール100.0４．３１４．０２６．４１３．５５．３００３３３．５２.８

スリランカ100.0１３．１10４－５０．０５．８２３．６３０６２１０
－￣￣－－－－－－￣￣￣￣－－￣￣￣￣￣￣￣￣－－￣￣￣￣－－￣￣￣￣￣￣了＝ニー－年一■

バングラデシュ ４１．４２２．８５．１７．６３．３４６．４５０．７１４．５３７．５

香港３６．９４１８１８．３６４１３２．８４６３２２．５１６．２３６３

インドネシア３５．８４２．，１０．６２１．４４８２５７．９３４．９２６．２４１．９

日本４０５４L８８．５６０．６３８．５５４．３４５」29.0４２．８

韓国４０」４５．７4.0４０．４４７．３６１．８46.0２７．３３４.７

マレーシア３５．５４６．６１２．１５１．５３３．７４３．５３４．０２８．４

フイリピン３７．２６２．７３３．７５６．７６７．５５６．１２６．３２０．７４１８

シンガポール４０．２１６９３５．８４Ｌ２７４３４１．３９３３７．３４２.３

スリランカ３３．９45.0２４．６４０７２０２３０．３３１．５SＬ３

辛
い

資料：

注：

1993および1994.Ⅱ０，

１）

2）

3）

YearBookofLabourStatisti

総数は分類不能を含む。

スリランカのサービスは販売を含む。

各国の調査年次と対象年齢は次のとおり。バングラデシュ：1989/10歳以上、香港：1913/１５歳以上、
インドネシア：1990/１０歳以上、日本：1913/１５歳以上、韓国：1112/１５歳以上、マレーシア：1990/15～64歳。
フィリピン：1113/１５歳以上、シンガポール：1913/１５歳以上、スリランカ：1993/10歳以上。



表４女性経済活動人ロの従業上の地位構成と

各地位に占める女性の割合

(％）

総数 雇用者 無給家族分類不能

従業者

雇主・

自営業者

香港100.0３．２９２９２０２．O

インドネシア】00.0２８．７２４．０４４．７２．６

日本100.0９．４７４９１２８２．９

韓国】00.0１８．４５６３２３０２.３

マレーシア100.0１６．３６４．７］８,

パキスタン100.013.0２２．５４７．７１６．８

フイリピン100.0２９．７３９．７２０．６10.Ｏ

シンガポール100.0５．１９０．３１．８２.８

スリランカｌＯＯＯＩ４５５３．６11.021.0

タイｌＯＯＯｌ７７２４．７５４．２３．４
￣￣￣－－－－￣￣￣￣￣￣￣￣－－￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

香港３６．９１１．５３９．４８６．８３６.３

インドネシア３８．２２５．４32.0６６２４１．９

日本４０．５３０．９３８．６82.1４２．３

韓国３９．９２６．７３７．９８８．５３２.３

マレーシア３５．５２４６３４８６４.７

パキスタン１４．２４５９．９３３．５38.Ｏ

フィリピン３７．２３０．２３６．４５４８４１８

シンガポール４０．２１６．６４３．２８２９４２.３

スリランカ３３９１８．２３４．６５５８５１３

夕イ４６．９２７．６４１．９６４．５５５」

資料：

注：

1993および’994.ILO， Yea｢BookofLabou「StalUsl1

各国の調査年次と対象年齢は次のとおり。

香港1993/１５歳以上、インドネシア1992/１０歳以上、日本1993/１５歳以上、

韓国1”3/15歳以上、マレーシア1990/15～64歳、パキスタン1992/93/10歳以上、

フィリピン1993/１５歳以上、シンガポール1993/１５歳以上、スリランカ1993/１０

歳以上、タイ199Ｍ３歳以上。
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表５男女間賃金格差（男子-100）

年次 農業 非農業 製造業

１９８５７７７９

１９９０７０６９

香港＊1991６９６９
１９９２６８６９

１９９３６３６６
－￣￣￣￣￣－￣￣￣￣￣－－－￣￣￣￣－－－￣￣－￣￣

１９８５７７５２４２

１９９０７６５０４１
日本

1９９１７６５１４３

１９９２７６４４
￣￣￣￣￣￣￣－－￣￣￣￣￣￣－－￣￣￣￣￣■■￣-

1985７２４８４７

１９９０７１５４so
韓国

1991５５５１

１９９２５６５２
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣－－－－￣￣￣￣￣￣－口■￣=＿

１９９０９１７１５５

１９９１７２元
シンガポール

1９９２７１５６

１９９３７２５７
－￣￣￣￣－－￣￣￣￣－－￣￣￣￣￣￣￣￣￣■■￣￣＿

１９８５８８７６７０

１９９０９２９０８８

スリランカ１９９１１００８９７５

１９９２８９９３８８

１９９３８８９６８８
￣－－￣￣￣￣￣￣－－￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣■■￣■

夕イ １９８９６８６６

資料：ILO,YearBookofLabouTSlatisticsl994．

注 所得額ベース。＊印は賃金率ベース。
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表６女性の職業別就業構造の変化

(兜）

総数専門的．行政的． 務販売サービス農林漁業生産・運輸

・狩猟業技術的職業管理的職業

１９８４１０００７．５Ｌ２２３．７８．６１５．１１．１４２．７

香港１９９０100.0９３Ｌ，３３．８１０９１９．７０７２３．７

１，９３100.0１１０２．３３６５】２」２４００４13.8
￣－－－－－－－－￣￣￣￣－－￣￣￣￣－－-－－－－－￣￣￣￣￣￣￣￣－－￣￣－－￣

1９８４１００．０１０．５０６２４６１４．３１１８１０．７２７．２

日本１９９０１０００１L４０．７２７．４１４２１１４Ｍ２6.0

1993100.0１２．３０．８２８５１４．０１２．２‘６25.2
￣-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■－－－－－－■－－－－－－－－￣..＿---－￣￣￣

１９８４100.0４．７０」９．９18.0１６．３30.021.0

韓国１９９０】Ⅱ０７．５０」１２．８１６９１６．７２ＭZa6

１９９３100.0９．５０．２１５．５１８．７１８．８１６．９２０．３

１９８４１０００８９０．６１３．９１０２１３．７３４．６１８ユ
マレーシア

1９９０１０００１０２０．７１４．２１０８１４．０２５．１ＺＳ」
￣￣￣￣￣－－￣￣－－￣￣￣－－－－－￣￣－－－－－－－－－－－－－－￣￣￣￣－－－

１９８４１００．０１０．７０．７５．９２２７１３．２３５．３１１．４

６．６２４．２１４８31.Ｏフィリピン］990100.0108０．９１１３

１１９３１０００９．８１２６，７２４．６１３．２３２．５１１８
￣￣￣￣￣-－－－－－￣￣－－－－－－－－－－－－－■＿－－＝－－－－－－－■－‐＿ニー－－－－￣￣-

１９８４］00.0５．６０．２０．６Ｌ２４．５７５．０１２.８

パキスタン１９９０100.0６．００．３０９ユ１３．８７２．２１４．８

１９９２１０００７．１０２ＬＯ２．８５．４６５．９１７．６

」
鐘

資料：

注：

ILO,Ｙｅ麺BookofLabourStatisticsl994．

就業者総数における構成比。総数は分類不能を含む。



表７女性の従業上の地位構成の変化

(兜）

調査年次総数雇主.雇用者無給家族分類不能
/対象年齢 自営業者 従業者

1955/]５～１００．０ＩＬＳ３２．７５４．３１．４

１９６０/１５～’0００１３．５４Ｌ５４４．３０６

１９６５/１５～100.012.0４８．６38.113

日本1970/15～］00013.8５２．６３２．４１．２
１９７５/１５～１００．０１１．８５８．６２７．６2.0

１９８０/１５～１００．０１１３６２．６２４．１2.0

１９８５/１５～100.0１０．０６８．３１９．０２．８

１９９３/１５～100.0９．４７４９１２．８２９

１９６６/１４～100.0２０．４２１．５５２．８５．３
－￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣－－￣■■－

１９７０/１４～］00.0１７．４２９．６５１．４１．７

１９７５/１４～］０００１６．５２９６５０．２３．８
韓国

１９８０/１４～］００．０１８．５３４８40.0６．７

1993/１５～］００．０１８４５６３２３０２３
－￣￣－－￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣－－￣￣￣￣－－=

１９７１/10～100.0５．５８５．９４０４．５

１９７６/１４～100.0５．２８６３４．８３．７

香港1981/15～１００．０４．４８９０２９３．７

１９８６/１５～１００．０５．５８６．７３６４．２

１９９３/１５～100.0３．２９２９２．０2.0
￣－－￣￣￣￣￣￣－－￣－￣￣－－￣■￣￣￣￣ｐ￣-

1960/]ｌ～１００．０１１．２６．５８１．７０．６

１９７０/１１～100.0］2.0］０．４76.0１．６
タイ

1980/１１～1000１４．１１５」６８」２．７

１９９０/１３～1000１７．７２４．７５４．２３．４
￣￣￣￣－￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣－－￣￣－－￣￣--

1960/10～100.0２５９３１．２３２．３１０．６

１９７０/10～］000２３．３41.027.0８.６
フィリピン

１９７５/10～１０００２２．５４６．９１５．０１５．６

1993/１５～100.0２９．７３９．７２０．６１０．０

資料：ILO,YearBookolLabourStaUsticsl994および'945-89.

‐４９‐



付表主要基礎指標（1993年）
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女子の対男子100u迭GDP構成比、 乳児死亡人口一人当り産業 平均寿命艶）

(対出生千）ＴＦＲ(年央）
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はじめに

カイロ会議を受けて、世界人口白書（1995）’１は「女性のエンパワーメント」について、多

くの説明と提言を行っている。また、国際人口開発会議（ＩＣＰＤ）行動計画は、女性のエ

ンパワーメン卜による政治的・社会的・経済的地位と健康状態の向上は、それ自体が重要な

目的であるばかりか、持続可能な開発の達成にとって肝要であると述べている。つまり、世

界人口増加の抑制の切り札は女性のエンパワーメントとリプロダクテイブ・ヘルスとライッ

の向上であることを中心課題に取り上げたものであった。

また､今年９月に北京において第４回国連女性世界会議が開催されたが､女性のエンパヮー

メン卜はその主な議題の一つになっている。「行動綱領」の戦略目標と行動で「健康」につい

ては、女性の性と生殖に関する権利の確保。自らの性に関する事柄を自由に決定する権利は

女性の人権の一部である。とする内容を採択している。

「女性のエンパワーメントと健康」を考えると、女性のエンパワーメン卜するべき事柄は女

`性の出生から死亡に至る全生涯の中で種々の場面で現れる。女`性の人生のライフサイクルの

それぞれ場面に応じた健康のエンバワーメントの必要性がある（表ｌ）。

この中で､特に開発途上国の女性においては健康のエンバワーメント（健康力2)）のために

はリプロダクテイブ．ヘルスとライツの向上が、最優先課題の一つである。

世界のリプロダクテイブ．ヘルスの現状を世界人口白書皿でかいまみると、３億5000万組

の夫婦が効果的な避妊法を利用することができない状態に置かれている。毎年4000万件を超

える人口妊娠中絶が行われ、安全でない状態で行われているのは2000万件である。それによ

る合併症で20万人が死亡している。毎年50万人の女性が妊娠中や出産時に死亡しており、こ

の99％は途上国で起きている。途上国の再生産年齢の女性の死因のトップが妊娠、出産、あ

るいは危険な中絶処置による合併症である。このように女性のリプロダクテイブ・ヘルスの

なかでも世界の母性保護の現状は深刻で悲惨に満ちたものである。

母性保護の指標としての妊産婦死亡率は次第に改善しているが､概して乳児死亡に比べ､後

まわしされるか無視されがちな分野である。日本は、総じて西欧諸国並の健康水準の改善を

もたらしたと思われる。特に乳児死亡率でみる限り、世界でも最も低率国のグループに属す

る水準に到達した。しかし、後述する様に妊産婦死亡率や満28週以後の死産比は西欧諸国に

比べるとまだ高いのが現状である。

本稿では、日本の母子保健対策の歩みと、やや足踏みしている母`性保健の現状を見据えな

がら、アジアにおける日本の位置づけと役割を模索することにする。
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１女'性のエンパワーメントに関する健康指標

一アジアの女性の平均寿命一

世界のほとんど大多数の国々において、女性の平均寿命は男性より長い。しかし、一部の

国々においては、ほとんど差がないか逆転すらしている。

この現象について、多くの研究や報告がある3払い5》･黒田3)によれば､「女性の地位がどの

ように劣悪であり、また改善されているかを示す1つのすぐれた指標は平均寿命であり、バ

ングラデシュやネパールの女性の平均寿命が、男性よりも長いと言う本来の女性の長寿を実

現するに至っていない。これは女性の地位の改善が尚遅れていることを示唆している」と述

べている。実際、ほとんどの国で女.性の平均寿命は男性より長いが、1980-85年のバングラ

デシュ、インド、モルディブ、ネパールの女性の平均寿命は男性より短い。1990-95年には

バングラデシュ、インドで男女差がなくなっているが、モルディブ、ネパールでは女性の平

均寿命はいまだに短い。この地域では、色々な要因があるが、一つには家父長制家族の伝統

が強く、男尊女卑の風習が強いことを挙げている報告いや、南アジアでの女性の寿命が相対

的に短い背景としては、多産であること、栄養状態や医療へのアクセスが男性と比べて劣っ

ていることなど､女性の生活環境にネガティブな要因が多いことを原因とする報告5)もある。

アジア諸国のいくつかでは、娘よりも息子に対する選択傾向が強く、人生の早い段階から

性差別が始まる。たとえば､子供の栄養摂取量をみると、男子に比べて女子の方が少ない。ま

た、先進諸国では、５歳未満の男児の死亡率は女児よりも高いが、これらの国では女児の方

が死亡するリスクが高くなっている｡女子への差別については世界人口白書（1989)６）のコ

ラムにインドのグジヤラート州の村では生後１ケ月以降の死亡41人のうち27人が女子で､何

の治療も受けずに死亡している悲`惨な実例が述べられている。

ＳＥＡＭＩＣのデータ７）に基づいて、アセアンの平均寿命の男女差をみると、ブルネイ

(1986）では平均寿命は男性で70.1,女性で72.7歳（差は2.6歳）である。一方インドネシア

(1992）では男性で60.4歳、女性で64.2歳（差は３８歳）である。フィリピン（1991）では男

性で62.9歳、女性で67.4歳（差は4.6歳）である。ブルネイでは男女差が少なくても、平均

寿命は良好である。そこで、アジア全体の傾向を見るために世界人口白書（1995）’）のデー

タを基にして、アジアの34ケ国の平均寿命の男女差やその他の指標相互の相関係数を算出し

て表２に示した。平均寿命の男女差（女一男）と乳児死亡率は負の相関（-0.96：ｐ＜0.01)、

妊産婦死亡率は負の相関（-0.70：ｐ＜0.01）を示し、1人当たりＧＤＰとは正の相関（0.50：

ｐ＜0.05）を示した。これらの結果を図ｌに平均寿命の男女差と乳児死亡率との関係として

示した。同様に妊産婦死亡率との関係を図２に示した。平均寿命の男女差は乳児死亡や妊産

婦死亡と密接な関連があることが示唆される。しかし、これらの要因だけで、平均寿命の男
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女差を説明できるわけではない｡母子の健康水準が男女差に要約されたとみるべきである｡ち

なみに、５歳未満の幼児の死亡率（女）とは負の相関（-0.798：ｐ＜０．０１）があり、初等教育

就学率においては女性の方が男性より相関する傾向が見られることは興味深い。

このように、平均余命からみた健康水準の国際比較によって各国の現状をうかがうことが

できる。しかし、死亡データは最も国際比較に耐えるデータではあるものの、調査年次の違

い、診断基準の違いや原死因の選択に多くのバイアスが混入しがちである。更に、出てきた

結果の解釈には、その地域の文化に対する深い洞察がないと誤った解釈をしかねない落とし

穴が待ち受けている。

２日本における母子保健の歩みと制度

日本における母子保健はほとんど行政の主導によって推進されてきた。日本の母子保健の

水準を乳児死亡率でみると、乳児死亡率は1900年頃は出生1,000対170位であった。１９１６年

に保健衛生調査会が設置され､母子衛生に関する実態調査を数年間にわたって行っている｡そ

の後､地方自治体や民間で妊産婦に対する巡回産婆や産院､乳児院などが序々に普及した｡画

期的なことは保健指導の中核として保健所が位置づけられ、保健所法が制定（1937年）され、

母子衛生が結核と並んで中心事業となった｡日本において母子保健事業を展開するために､こ

の保健所の設置は極めて大きな役割を果したと言われている。またほぼ同時に、1937年、

1938年に母子保護法、社会事業法が制定され、母子保護が公衆衛生と社会福祉の両面から支

えられることになった。

ここで特筆すべきことは、1934年に皇太子（現天皇）ご誕生を記念して恩賜財団母子愛育

会が設置された。その事業として1936年以降、母子衛生地域組織として「愛育村事業」が行

われ、我が国の農村における母子保健の改善に大きく貢献することになった。この事業では

早くから単に出産時の保健対策だけでなく｢周産期｣の対策の重要性を指摘する先見性があっ

た。

日本は当時第二次世界大戦前夜で、国家の兵力増強の目的とあいまって乳幼児の健康診査

や保健指導が行われた。1932年には妊産婦手帳（母子健康手帳の原型）が考案された。この

母子健康手帳については後述するが、日本で独自に考案されたものであって、母子の保健指

導に果たした役割は極めて大きい。

第二次世界大戦のあとは、日本の母子保健行政は占領軍総司令部（ＧＨＱ）の指示によっ

て、大きく発展した．そのなかには、妊産婦･乳幼児の保健指導（1948年)、未熟児対策（1958

年)、母子健康センターの設置(保健指導と助産施設がある）（1958年)、新生児訪問指導(1951

‐５５－



年)、三歳児健康診査（1951年)、妊娠中毒症対策（1961年)、母子栄養強化対策（1965年）が

ある。これらの保健・福祉対策が実施されてきた結果、戦前とは比較にならないほど乳児死

亡率は大幅に改善され、妊産婦の死亡も次第に減少してきた。

しかし、乳児死亡は大幅に改善したものの、周産期死亡の妊娠28週以後の死産比が高いこ

とや、妊産婦死亡が先進諸国に比べ高いなどの、未だ改善の余地があり｡、妊産婦のみならず

婦人の健康管理を含めた一貫した母性保健対策が要望されるようになった。このような事情

を背景に母子保健法（1965年）が制定され、総合的な母子保健対策が推進されてきた。その

後、児童福祉法の制定（1977年)、母子衛生対策要綱（1978年）が定められ、今日の母子衛生

施策の基本となる多くの事業が実施されることとなった。この時期、日本は丁度、高度経済

成長の波に乗って、経済力が著しく伸び、それを背景にほとんどすべての健康指標が著しく

改善した。保健所や母子保健センター、市町村保健センターにおいて、妊娠から出産後にも

子供の成長の各時期における健康診査や保健指導などの極めてきめ細かい母子対策が実行さ

れてきた。

現在は、出生率の著しい低下に伴って、母子保健対策も国からより地域に密着した形で展

開するため、昨年法改正を行っている。また、日本社会の変容は核家族に伴う育児不安や女

性の社会進出にともなう妊婦の高齢化や育児環境の変化に対応するための諸政策の整備の必

要性に直面している。

３日本の母子保健の問題点

－特に妊産婦死亡の問題一

（１）日本の妊産婦死亡の現状と問題点

世界の多くの国において、妊産婦死亡が未だに高いことは悲惨である。先進国と途上国と

の格差は乳児の健康指標よりも妊産婦の健康指標においてはるかに大きいと言われている｡妊

産婦死亡は、一般に乳児死亡より鋭敏にその国の社会経済要因の影響を受けるとする報告8）

もある。

日本は、乳児死亡率の減少は顕著でず世界でも最も低いグループに所属している。しかし、

母性の健康をみると未だに課題が残っている。日本の妊産婦死亡率は1899年の記録では出生

10万対449.9であった。以後、減少の一途をたどっており、1965年に87.6となり、1993年の

妊婦死亡率は7.7と低下した9）（表３）

しかし、いわゆる西欧諸国との比較では、まだ高い値を示している。カナダ2.9（1991年)、

スウェーデン３．２（1990年)、オーストラリア3.5（1992年）などに比べて高い値である，）（表
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４）。

妊産婦死亡を防ぐためには､妊娠してからのケアだけでなく、幅広いリプロダクテイブ･ヘ

ルスの水準の向上が必要である。日本において、「児」に比べ、「母性保護」の視点がないが

しろにされていることはなかっただろうか。ここで自らの足下を見つめなおす必要がある。

日本では、1967年まで（ＩＣＤ－６，ＩＣＤ－７）は妊産婦死亡の原因は妊娠中毒症、出

血および子宮外妊娠、産褥熱、流産後死亡の順であったが、1968-78年（ＩＣＤ－８）ではほ

ぼ同様で、妊娠中毒症、出血、子宮外妊娠、敗血症の順である。1979年から（ＩＣＤ－９）は

直接産科的死亡と間接産科的死亡に分けられるが、］993年では直接産科的死亡は90.1％で

内訳は、分娩前出血（19.8％)、産科的肺栓塞（15.4％)、分娩後異常出血(9.9％)、高血圧（6.6

％)、子宮外妊娠（5.5％）の順である’0)。

原疾患では肺栓塞の増加傾向が著明である。分娩前・後の異常出血が直接産科死亡原因の

ほぼｌ／３を占めていることから出血対策が重要である｡母体死亡の予防対策を目的として、

これら出血多量例の検討結果（1990-]992）をみると、高齢妊婦の頻度が高く３５歳以上が36.2

％と多い。また初産より経産婦に多い。といった傾向が見られる’')。

このように、日本では高年齢妊産婦や多産婦の死亡率が高く、またそれらの集団では妊娠

と分娩の管理が不十分になっている可能性がある。多産のリスクは初産同様に高いことの啓

発が必要である。３５歳以上の妊産婦の原因別相対危険度（20歳代の妊産婦死亡率を基準とし

た場合）は出血が14.1、妊娠中毒症は7.2（1985年）であり、日本では出血による死亡の危険

が高く、その改善傾向が鈍化していることは問題であるとする指摘もある’2)。

日本の妊産婦死亡の特徴を欧米と比較した研究]:いでは日本では間接的産科死亡が約10％

であるのに対し、欧米では過半数を占めている。これを直接的産科死亡だけを考えると、更

に欧米との格差は拡大することになる。但し、欧米のみならず途上国との比較においても死

亡診断書の記載方法や死因の選択方法など、原則は同じであるはずであるが、単純に比較で

きない点が多々あると思われる。つまり、妊産婦死亡の国際比較の問題点として、まず妊産

婦死亡が、各国で同じものであるかどうかの問題がある。医師の死亡診断書の記載方法の偏

りによって合併症を原死因に取り上げる傾向はないか。直接的産科死亡と間接的産科死亡の

内訳の区分が国によって異なることはないか。ＩＣＤ実施の時期の問題が国によって必ずし

も一定でないｃなど、いくつかの問題を明確にしなければならない。

これらの研究を進めるに当たって、日本は死亡情報（死亡診断書）がすべて国の管理のも

とに置かれ、指定統計として法律によって使用目的が厳しく制限され、民間では研究目的の

ためにはほとんど使用できないことになっており､妊産婦死亡'いのみならずすべての死因分

析の研究の足伽になっている。日本はプライバシー保護の名の下で著しく`情報公開が遅れて

いる。
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（２）日本の妊産婦死亡率の改善のために

日本における妊産婦死亡率が高い理由について、その要因の解明は未だ十分に進んでいな

い。妊産婦死亡率の改善のためには妊婦側の意識の向上、医療側では保健指導の徹底、技術

の向上・医療体制の整備によって、今後まだ減少が期待できるとする意見がある反面、現在

の日本の医療システムではこれ以上の改善はなかなか望めないとする意見もある。後者では

日本の医療制度の構造的な問題、つまり、日本の医療制度では個人開業医でもハイリスク分

娩を抱え込む傾向があるのではないか、また、緊急時の入院体制が不備のためではないかと

考えられる。母体救急が組織的に有効に機能しているかの調査では、現状に満足しているの

は319％にすぎない'5)。このように我が国の医療制度のみならずハイリスク妊婦の搬送体

制、分娩管理の医療技術システムの遅れを指摘する意見が多い。

その他に、日本において妊産婦死亡が高い理由について、精神・心理的な配慮の欠如が大

きいためではないか、特に、妊産婦死亡の原因の多くが大量出血にあることはそれを支持す

る。という報告'6）もある。つまり、分娩時のエモーショナル・サポートへの配慮の低さが欧

米との差であるとしている。しかし､途上国の多くの国においては､エモーショナル･サポー

ト以前の問題が山積している。

今後、我が国では女性の社会進出にともなって、晩婚化が進み、出産年齢の上昇が予想さ

れる。妊産婦死亡率は35歳以降に高率になるので、高齢初産に対する最善な分娩確保のため

の体制づくりが益々望まれることになる。

更に､妊産婦死亡率の低下に向けて､考えられる具体的対策Ｍ)で指摘されているものをま

とめると、（１）母体の出血などの緊急時に対応するシステムの整備、例えば周産期集中治療

管理室（ＰＩＣＵ）の整備。（２）非緊急時の産婦人科医療体制などの整備と充実。（３）妊婦

健康診査などの徹底と充実。（４）母体保護の推進、健診の非受診者などに対する地域の特性

に応じた母性保護のための啓発｡(5)妊産婦死亡に関する常時監視と届け出の体制の整備､な

どがある。

４日本の乳児死亡率の推移と問題点

日本の乳児死亡率は、明治、大正時代までは出生1,000対140～180と、現在の途上国と同

様に高値であった。しかし、日本では明治５年（1972）に学制が公布され、小学校への就学

率は明治時代末期にはまがりなりにもほぼ90％に達し、国民の識字率は高かった。その教育

レベルの高さは国づくりのためのみならず、母子の健康水準を上げ、乳児死亡率の低下に寄

与することになったと言われている。
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日本の乳児死亡率は1918年の188.6を最高に、栄養状態や生活環境の改善に伴って、減少

して、第２次世界大戦前の1940年に100以下となり，戦後の1,47年には76.7と減少してい

る。更に、戦後には米国式医療の導入によって、呼吸器系や消化器系による感染症の死亡は

激減した。健康診査や保健指導をはじめとする母子保健対策を推進した結果、1993年には４３

に低下している。しかし、日本の乳児死亡率が減少する過程の中で、抗生物質や予防接種

が普及するはるか前に、結核や肺炎等の感染症での死亡が激減している’8)。即ち、栄養状態

や居住環境の改善が、母児ともに抵抗力を上昇させ、乳児死亡のみならず全体の死亡率の低

下をもたらしていることが推測できる。同時に教育水準の高さによる衛生知識の普及が、狭

い国土と相まって、大きな効果をあげたことが推測される。

かってイングランドウェールズにみられた結核死亡率の減少は近代医療の恩恵を受ける以

前から既に始まっているという報告'９１はまさにこれらの現象を裏付ける｡日本においても同

様の検討がなされており、乳児期固有の病気や先天異常による死亡の低下の大半が有効な医

療技術の出現する以前におこっている。'920-1980年の間の死亡率の低下のうち有効と思われ

る医療技術の輸液療法や呼吸管理法が普及したのは1960年以降で、その後の低下分は全体の

20％程度である２０)２１)｡従って､現在の開発途上国でも乳児死亡率を下げる第一の対策は､如

何に国民の教育水準を挙げるかにかかっている。

先進諸国との比較で日本の特徴には次のものが挙げられる｡①35歳以上の高齢出産の少な

さ、②先天異常児の少なさ、③乳児突然死症候群の少なさ、④28週以後の死産比の大きさ、

などである。しかし死産比は従来言われていたほどではなくなっている。満期産で出生した

場合には、日本の現状では早期新生児死亡を死産とすることはほとんど有りえない。むしろ

5009程度の超低出生体重児の生産の場合､医師が救命できないと判断して死産として処理す

る可能性などが危`倶される。

近年、未熟児・新生児の医療体制が整備されてきている。その中で新生児医療の歴史的ト

ピックスをあげると２２)､大病院において組織的な未熟児養護が開始されたのは1950年頃から

である。1958年に未熟児養育医療が開始され、未熟児搬送が開始された。人工喚気（ＣＰＡ

Ｐ）を中心とする新生児集中治療、1987年から治療成績に画期的に向上させたサーファクタ

ン卜の臨床応用の開始がある。今後は超未熟児や最重症児を入院させる３次ＮＩＣＵでの医

療システムの整備が進められていくだろう。

５．母子健康手帳の役割

我が国の母子保健で重要な役割を担っているのが、母子健康手帳の制度である２３)。近年、
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日本における周産期医学の発展は、周産期死亡率を確実に低下させているが、これは周産期

医療、特に妊産婦管理法の向上に負うところが大きく、とりわけ、日本独自の「母子健康手

帳」の普及は、妊産婦自身の母性意識を向上させる目的と、一方で、定期的妊婦健診で異常

を早期に発見し、妊娠中毒症をはじめとする周産期疾患の発症・増悪を未然に防ぐ目的など

に、多くの効用があることが知られている2仲。

（１）母子健康手帳の歴史

1942年に兵力の養成には健康な母体の管理が必要であるとの認識で「妊婦届出制」が「妊

産婦手帳制度」として始まった。1965年には「母子保健法」の制定で名称が「母子健康手帳」

になり、内容の改正を経て現在の「母子保健手帳」となっている。

母子健康手帳は、法で定められており、妊娠届時に市区町村で交付される。母子健康手帳

の内容は、記録と情報の２つの部分からなり、記録の様式は、省令によって定められている。

従って、日本国内共通で、どこへ移動してもそのまま同じ手帳を継続して使用できる。記録

の部分は、妊娠の経過と出産、子の発育や発達、子の予防接種の記録からなり、妊娠から子

が就学するまで（６歳になるまで）を記録できる手帳である（図３)。

（２）母子健康手帳の内容

母子健康手帳の記録の部分は膨大であるが､(表５）に示す｡母子健康手帳の情報の部分は、

市区町村で実際に行っている内容を記載してある。この母子健康手帳はほとんど当初から変っ

ていない。従って検査項目の意義や有用性は新しい技術の導入などにより、若干異なったも

のになっており、今後時代の変化に対応させていかなければならない25)。

６．結語にかえて

リプロダクテイブ・ヘルスが求めることとして、ＩＣＰＤ行動計画では、「すべての国はな

るべき早く、遅くとも2015年までに、プライマリ・ヘルスケア・システムを通じてすべての

必要とする年齢の人がリプロダクテイブ・ヘルスを受けられるように努力すべきである」と

述べられている。

その中に、プライマリ・ヘルスケアとしてのリプロダクテイブ・ヘルスの具体的事例が多

数挙げられている。これらを推し進めるためにはプライマリ・ヘルスケア同様、国際的な戦

略が必要になる。あらゆる戦略の中で、教育戦略が女性のエンパワーメン卜を高めることは

議論の余地がない。
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この小文の最後に、日本が途上国に貢献できる「教育」の国際戦略の可能性を模索するこ

とにする。1つは、今後プライマリヘルスケアを担う人材の養成である。中国における裸足

の医者にみられるような政策論である．たとえば伝統的出産介助者の再教育と活用による破

傷風や産褥熱を防ぐための技術と衛生教育の推進26)である。２つは､地域住民が参加する保

健活動の推進であるｃ日本は、かって前述の愛育班活動が農村において著しい成果を挙げた。

韓国でもMolhersClass、インドネシアでもポシュアンドウと呼ばれる組織が成果を挙げてい

ると言われる２６)。これらの組織作りの支援である。３つは、全体の識字率を挙げる教育水準

の向上に拘わることである。アジア諸国は小学校就学率の高い国が多く、今後の母子保健向

上は多いに期待できるとする意見もある２７)。実際､途上国における就学率は上昇し、６－１１

歳の就学率は５１％（1970年）から68％（1985年）に上昇している。しかし、平均値をみるだ

けではわからない男女差や地域内格差に留意しなければならない。

日本が協力すべき部面はプリマリヘルスケアを通じた支援で、電気の無いところで使えな

い分娩監視装置や超音波診断装置によるハイテクノロジーの援助ではなく、地味で時間のか

かるいわば、ロウ・テクノロジー（ハイテクの対として）２８)である「教育」面の協力である。
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表１女性のライフサイクルからみた主な健康の問題

健康問題 社会的問題

全年齢に渉る 感染症（結核、性感染症)、

栄養不良と貧血、

社会の男女差別

悪しき慣習

出生～児童期 高い乳幼児死亡、

低体重児、未熟児

女子の間引き、

性差別、教育機会の剥奪

悪しき風習（割礼など）

若年労働力

１０代 １０代の妊娠、

ＳＴＤ／ＨＩＶ

性暴力、性の搾取、薬物濫用、

２０代～ 妊娠、出産、

妊産婦死亡・疾患、

中絶の合併症、

不妊、

受胎調節不可能、

家庭内暴力

育児・家事労働

４０代～老年期 循環器系疾患、

生殖器系がん、乳ガン、

骨粗霧症、

更年期障害

重労働、受診機会の制限

虐待と傷害、

老親介護
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表２アジアにおける平均寿命の男女差とその他の健康指標相互の単相関係数
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ｘＩ：平均寿命の男女叢（＝女性の平均寿命一男性の平均寿命）
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図１アジアにおける平均寿命の男女差と乳児死亡率の関連
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図２アジアにおける平均寿命の男女差と妊産婦死亡率の関連
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表３日本の妊産婦死亡率（出生１０万対）の年次推移

資料厚生省「人ロ動態統計」1995年「国民衛生の動向」
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表４妊産婦死亡率（出生１０万対）の年次推移一国際比較
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図３母子健康手帳の紹介（英語版）（一部分）
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表５母子健康手帳の記録の内容

【記録の内容】

①保護者名、②出生証明、③妊婦の健康状態、④過去の全妊娠経過の記録､⑤妊婦の職

業や社会環境、⑥妊娠経過、

【妊娠経過の内容】

検診日、妊娠週数、子宮底の高さ、腹囲、血圧、浮腫、尿蛋白、尿糖、その他の検査

(貧血)、体重、医師の助言、受診施設名の他に、梅毒血清反応、Ｂ型肝炎ｓ抗原検査、血

液型の記載欄もある。（ここで特に血圧、浮腫、尿蛋白は妊娠中毒症の早期発見の手がか

りになり、重要である｡）

【出産後】

⑦出産時の記録（この中に、新生児の出生時の状況の記載欄があり、性別、単体／多胎、

体重、身長、胸囲、頭囲)、仮死の有無、死産の有無などがある｡）

③母体の分娩後の体調、⑨妊娠中分娩後の体重の変化、⑩口腔衛生、⑪母親学級・父親

学級出席の記録､⑫新生児の記録､⑬新生児の発育（1週未満、１－４週未満)、⑭１ケ

月児健診、⑮３－４ケ月児健診、⑯６－７ケ月児健診、⑰９－１０ケ月児健診､⑬１歳

児健診、⑲１８ケ月児健診、⑳２歳児健診、以下毎年６歳まで。

【その他】

（１）予防接種の記録、ツベルクリン注射、ＢＣＧ接種、百日咳、ジフテリア、破傷風、

（２）小児期に罹患した疾病、（３）歯科健診の内容、など詳細にわたっている。
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第５章 エンパワ メントと家族￣

日本大学文理学部教授

清水浩昭



１はじめに

小稿では、総理府広報室が1992年に実施した「男女平等に関する世論調査」と東京都生活

文化局が1993年に実施した「女性問題に関する国際比較調査」を用いて、アジア女性におけ

るエンパワーメン卜の問題を家庭内における女性の地位に焦点をあてて、その実態と変化の

方向性を明らかにしたい。

というのは、1994年の「アジア太平洋地域の女性」によれば、「女･性の地位向上という観点

からエンパワーメント、“力をつける''を定義すれば、エンパワーメントとは、女性の自己認

識とともに、社会が女性に対してもつ認識、さらに女性の役割と機能の決められ方を変える

ことによって、ジェンダー関係に影響を与えようとする、その過程である。エンパワーする

ことは､女性が集団で女性の関心事を決め､すべての分野で機会への平等なアクセスを得、自

立と自信の生活へのコントロールを得ることにつながるだろう。それは、女,性の地位につい

ての､また女性のイメージに対する男女の態度を変えるように､連帯して行動するネットワー

ク活動を促進することにもつながるであろう」１１とされているし、1995年の「世界人口白書」

によれば､「大部分ではないとはいえ、多くの社会でいまだに女性は男性よりも価値が低いも

のとみなされている。家庭、職場、地域社会における女性の貢献はしばしば見過ごされ、軽

視ｗされている。「こうした弱い立場が、女性をただ子供を産み育てる者としかみなさない

考え方と直接つながり、女性のほかの可能性を否定することになる。家庭内での決定力は､家

庭外の様々な分野での決定力の基礎となる。従って、エンパワーメントはまず、家庭内での

女性の平等・自主性・尊厳を勝ち取ることから始まる」３〉とされているからである。

２家庭における女性のエンパワーメント

ー分析の指標一

アジア女性の家庭内における地位の実態と変化の方向性を明らかにするために､ここでは、

(1)家庭観念、（２）家族（世帯）構成、（３）役割構造、（４）権威構造、（５）男女平等への方

途の五つを分析指標にして課題に接近することにした。

というのは、（１）家族観念は、その社会における家族のあり方を、（２）家族構成は、その

社会における家族の実態を、（３）役割構造と（４）権威構造は、男女ないし夫婦間における女
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性の地位の状況を、（５）男女平等への方途は、女性の地位向上の方策を明らかにし得ると考

えたからである。このような考え方に基づいて設定された五つの分析指標について若干の説

明をつけ加えておきたい。

(1)家族観念

上子武次によれば「家族は、家族生活は、どうあるべきかに関する観念、家族榊成、家族

成員としての行動、家族成員間の関係などがどうあるべきかについての考え方が、ここでい

う、家族観念である」イ）とされている。

上子は、このような概念規定に基づいて、世界の家族観念を、つぎの三つに類型化してい

る。５）

①拡大家族主義一家族員個人の利益よりも全体としての家族の利益を優先させる家族

観念で日本、朝鮮半島等に分布している。．

②核家族主義一家産、家名、家格などの観念が稀薄で、一代限りの核家族の現在の成

員の幸福だけを目標にする家族観念でアメリカ、欧米、北欧の社会等に分布してい

る。

③非家族主義（個人主義）一拡大家族主義と核家族主義が家族という集団を、自己お

よび社会の存続と福祉にとって有用で欠くべからざるものとみるのに反して､非家族

主義は家族集団の存在に意味を認めない｡家族否定の観念でスウェーデン､デンマー

ク等に分布している。

このような家族観念の違いを手がかりにして、つぎのような分析指標に基づいてアジア女

性のエンパワーメントの問題に接近することにしたい。

(2)家族（世帯）構成

上子武次によれば「家族構成というのは、互いにどのような種類の親族関係にある、どれ

だけの数の、人びとが家族のメンバーになっているかということ、つまり家族の構成員の親

族構成と数のことをいう」６）としている。

この家族構成を、ここでは、「単身世帯（ひとり暮らし)｣、Ｐ1世代世帯（夫婦だけ)｣、「2世

代世帯（親と子)｣、「3世代世帯（親と子と孫)｣、「その他」との区分で考察することにした。
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なお、ここでは家族二世帯であるということにしたい。

(3)役割構造

家族の役割構造というのは、家庭内の地位と結びついて社会的に期待される行動様式ない

し行動基準のことである。７）ここでは、家族内の役割構造を「夫は外、妻は内」という考え

方を指標にして分析することにした。

この役割構造を女性の地位と関連づけると、「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という考え

方を肯定する割合が50％を超えている社会は「女性の地位が低い社会」であり、「夫は外で働

き、妻は家庭を守る」という考え方を否定する割合が５０％を超えている社会は「女性の地位

が高い社会」であると考えることにした。

(4)権威構造

権威構造というのは、公認された勢力（legilimaIcpower)、すなわち、それを公然と行使す

る可能性を自他ともに認めあっているような勢力構造のことである8)。この概念規定にした

がって、女性の地位と権威榊造との関連をみると、女性の地位が低い社会では男性（夫）に

よる独占的支配に基づく家族運営がなされているが、女性の地位が高い社会では男性と女性

(夫婦）の対等・平等による家庭運営がなされていることになる。

ここでは、家庭における全体的な実権を握っている者が「夫」であるとする割合が50％を

超えている社会を「女性の地位が低い社会」とし、その実権を握っている者が「夫婦」であ

るとする割合が50％を超えている社会を「女性の地位が高い社会」とすることにした。

（５）男女平等への方途

男女が平等になるための方策を、ここでは、「自助努力」（｢女性自身が積極的に力の向上を

図る｣)、「社会制度改革」（｢法律や制度の面での見直しを行う｣)、「人事制度改革」（｢重要な

役職に女性を登用する制度を採用・充実する｣)、「支援システム改革」（｢女性を支援する施設

やサービスの充実を図る｣）とし、それぞれの社会がどのような方策によって男女平等社会を

実現しようとしているかを検討することにした。

なお、小稿では、拡大家族主義の日本と韓国（アジア）における女性のエンパワーメン卜

の問題を浮き彫りにするために、非家族主義のスウェーデンとを対比して課題に接近するこ

とにした。というのは、このような家族観念の違いを念頭において分析を進めることがアジ

ア女性の地位の実態と変化の方向性とを明確化し得ると考えたからである。
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３エンパワーメントと家族

前述した分析の指標を用いて、アジア女性の家庭内における地位の実態およびその変化の

方向性を明らかにしたい。

(1)家族（世帯）構成

拡大家族主義の日本と韓国では、「同居的家族」（｢2世代世帯｣＋｢3世代世帯｣）が多く、「別

居的家族」（｢単身世帯｣＋｢1世代世帯｣）はきわめて少ない。ところが､非家族主義のスウェー

デンは、「同居的家族」と「別居的家族」とが、ほぼ等しい割合になっている（表１参照)。

この結果をみると、家族観念の差異が家族構成にも反映しているということになろう。

（２）役割構造

この調査では、「結婚、家庭や離婚についての考え方について、あなたのご意見をお伺いし

ます。次にあげるような考え方について、あなたのご意見に近いものはどれでしょうか」と

の設問で夫婦の役割構造、夫婦の離婚などについてたずねているが、夫婦の役割構造につい

ては｢｢夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方についてはどうでしょうか」

と間うている。

その結果を示すと、日本は「賛成」（｢賛成」＋「どちらかといえば賛成｣）が55.6％である

が、韓国は「反対」（｢どちらかといえば反対｣）＋「反対｣）が66.9％、スウェーデンは「反対」

が86.8％となっている（表２参照)。

この結果をみると、日本は「女性の地位の低い社会」となるが､韓国とスウェーデンは「女

性の地位の高い社会」ということになる。しかし、スウェーデンと比較すると、韓国は「比

較的女性の地位の高い社会」といいかえてもよかろう。

（３）権威構造

この調査では、「あなたのご家庭では､次にあげるようなことを最終的に決定するのはどな

たでしょうか。この中から１つだけあげてください」との設問で、土地、家屋の購入などにつ

いて問うた上で「それでは、「家庭における全体的な実権」を握っているのはどなたでしょう

か」との問いで家庭内における権威構造をたずねている。
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その結果を示すと、日本は「夫」とする者が50％を超えている。しかし、韓国は「夫」と

する者は40％未満にとどまっている。ところが、スウェーデンは、「夫婦」とする者が約73％

を示し、かなり高い割合を示している（表３参照)。

この結果をみると、日本は「女性の地位の低い社会」となるが、韓国は「比較的女性の地

位の低い社会」であり、スウェーデンは「女性の地位の高い社会」であるということができ

よう。

（４）男女平等への方途

このような家庭内における男女の地位についての実態をふまえて、つぎに、男女が平等に

なるために、どのようなことが最も重要であると考えられているかをみることにしたい。

この調査では、「今後､男女が社会のあらゆる分野でもっと平等になるために最も重要と思

われるものは何でしょうか。このなかから1つだけあげてください」との設問で､男女平等へ

の方途を間うている。

その結果を示すと、日本は「女性自身が経済力をつけたり、知識､技術を習得するなど､積

極的に力の向上を図ること」（｢自助努力｣）を挙げたものが最も多く、つぎが「女性をとりま

く様々な偏見や固定的な社会通念、習慣、しきたりを改めること」（｢社会制度改革｣）となっ

ている。こうした考え方は、韓国においてもあてはまることになる。ところが、スウェーデ

ンは、日本、韓国と同じように、「自助努力」を挙げたものが最も多くなっているが、つぎが

｢政府や企業などの重要な役割に一定の割合で女性を登用する制度を採用・充実すること」

(｢人事制度改革｣）となっている（表４参照)。

この結果をみると、日本、韓国、スウェーデンとも「自助努力」が男女平等を実現するた

めに股も重要であるとしている点では共通している。しかし、その強調度からみると、ス

ウェーデンが最も高く、つぎが韓国、日本の順になっている。

ともあれ、このような傾向をみると、男女平等社会を実現するために、まずもって重要な

ことは、女性自身の「自助努力」にあるといえよう。

４おわりに

以上、アジア女`性の家庭内における地位の実態と変化の方向について記述・分析を試みて

きたが､拡大家族主義の家族観念，)に基づいて家族が形成されているアジアの日本と韓国は、
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家族榊成においても「同居的家族」が多く、権威構造も「夫」が全体的な実権を握っている

と考えられている。しかし、役割構造においては、日本では「夫は外、妻は内」という考え

方を支持するものが比較的強いが、韓国は、こうした考え方に「反対」するものが比較的多

い。ところが、非家族主義の家族観念'０）に基づいて家族が形成されているスウェーデンは、

家族榊成において「別居的家族」と「同居的家族」が接近した割合を示しているし、役割構

造においても「夫は外、妻は内」に「反対」するものが圧倒的に多くなっている。さらに、権

威構造においても「夫婦の対等・平等」という考え方を支持するものが多くなっている。

こうした日本と韓国およびスウェーデンにおける男女の地位の違いは、家族観念の差異を

反映しているといえよう’1)。

また、この男女の地位の違いを解消する方途として、日本、韓国、スウェーデンは「自助

努力」を挙げている点で共通している。しかし、この「自助努力」に対する強調度にも、か

なりの違いがみられた。この違いも家族観念の差異と深くかかわっているように思われる。

いずれにせよ、家庭内における男女の地位を平等にするための方途は､女性自身の経済力、

知力の向上にかかっているといえよう。しかし、その実現は、非家族主義の家族観念をもつ

社会で最も早く達成され、拡大家族主義の家族観念による社会では、その道のりが最も遠い

ということになろう（図ｌ参照)。

注

l）村松安子「エンバワーメン卜に向けて」村松安子・村松泰子編「エンバワーメントの女性学」有斐

閣、1995年、Ｐ１４

２）黒田俊夫監修、ジヨイセフ訳「世界人口白書1995年版」家族計画国際協力財団、1995年、Ｐ､19

3）黒田俊夫監修、ジヨイセフ訳「前掲醤｣、Ｐｌ９

４）上子武次「日本の家族」上子武次・増田光吉編「日本人の家族関係異文化と比較して《新しい家

庭像》をさぐる」有斐閣、1981年、Ｐ､14

5）上子武次「前掲論文｣、ＰＲｌ５～22

6）上子武次「前掲論文｣、Ｐ､５

７）小山陸「家族における役割櫛造分析の意義と方法」小山隆縄「現代家族の役割櫛造」培風館、１９６７

年、ＰＰユー７

８）布施晶子「家族の内部櫛造」森岡清美編「新・家族関係学」中教出版、1974年、PPU46～148

9）この考え方について若干の補足をすると「過去のわが国において支配的であり、現在なお核家族主
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義と競合している家の観念は、朝鮮半島の家族観念､少なくとも共産主義革命以前の中国の家族観念

とともに、強度の拡大家族主義の家族観念であるといえよう。それら

の家族観念においては、共通して、祖先崇拝、家父長による統制、男尊女卑、成員の相互援助、とり

わけ老親の同居扶養､外部に対抗するための強固な団結などを支持する観念が強く存在する。ただし

共産主義革命を経た中国はもとより、そうでない韓国においても、わが国におけると同様に、家族観

念は戦後蘓実に変化してきている。変化はとりわけ家父長権の衰退、成員個人の自由の拡大、配偶者

選択の自由化、男女の平等化においていちじるしい」（上子武次「前掲論文｣、PPI8～19）とされて

いる。

10）「非家族主義はどの社会においても、まだごく少数の観念であるにすぎない。けれどもそのこんご

を注目すべき理由は十分ある。・・・性別役割観念を否定し、男女平等の徹底に向かう動きもまた非

家族主義の理念と実践の普及を助けるように思われる。男は仕事､女は家事という性別役割が否定さ

れ、学校教育において、女も職業教育を、男も家事教育を受ける。女の間でも、生涯をつうじて専門

的職業に従事することを望むものが増加する。力関係の面でも、男女の平等化が進行する。このよう

な状況においては、女が生計を男に頼り、男が家事を女に依存する必要がどちらも減少し、家族生活

をもつことへの欲求と必要がそれだけ小さくなる。…・

家族の他の諸機能は､家族以外の公私の諸機関､諸施設､諸企業によってしだいに代替されるように、

あるいは少なくとも代替可能になってきている。．・・

非家族主義がやがて大勢を占めるだろうと予言するつもりはない｡ただ､いま述べたような社会の条

件の変化からみて、非家族主義を支持し、実践する人びとの数が無視できないところまで増大するの

ではないかと思うだけである」（上子武次「前掲論文｣、ＰＰ２Ｉ～22）と述べている。

11）というのは、「家族の比較研究は、たんに“家族”の内部橘造を問題とするばかりではなく、その内

部栂造は、その単位の外的な条件、組織と密接に関連しているものであり、当然、拡大されたパース

ペクティブとしてとらえられることになる。このことと、一方、家族集団というものは、人々にとっ

て、第一義的な社会集団であり、その集団構造には、その人々の社会集団形成における志向、性向と

いったものが凝集された形で内在するものであり、その意味で、その人々の社会学的価値観一家族に

限定されず近代社会における諸集団の形成､維持の原動力ともなっている－を考察する上に、家族の

分析は重要な意味をもつものである。ここに本書で取り扱う家族研究というものが､たんに家族とい

う小集団のみを考察するのではなく、むしろ、家族というものを素材として、広く社会禰造の研究に

役立てたいという意図をもつものであることが明らかになろう」（中根千枝「家族の櫛造一社会人類

字的分析一」東京大学出版会、1970年、ＰＰユフ～28）と述べているからである。

これは、家族が社会の縮図であるという意味と、家族は社会を見通す、かけがえのない拡大鏡であ
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るということを意味していることになろう。

何故に、こうしたことが言いうるかといえば、「家族のなかでは、そのメンバーは相互に橘造的に

結び合わされていて、ある1人のメンバーの家族的行動が変化すると他の成員の行動もそれに連動し

て変化する。このような意味で家族は一つの社会体系であるといえる。そこで展開されている夫婦、

親子あるいはきょうだいの間の相互作用の過程は､他の社会体系でみられる相互作用とはまったく異

なったものであり、家族という社会体系に独自で特有なものであろう。これが家族体系を家族以外の

社会体系と区別する決め手である。この場合､家族は体系としては閉じられた体系(cIosedsystem)で

あり、社会の機能的関係においては独立変数とみることができよう。しかし、他方家族員の行動のす

べてが他の家族員の行動にのみ方向づけられているとはいえない。家族体系は、他の社会体系にも結

びつけられている。したがって、そのメンバーは家族の一員でありながらその家族における位囮とは

関係なく行動することが許されるような行動領域をもっている。この場合､家族は社会体系としては

開かれた体系（opensystem）であり、社会の機能的関係においては従属変数であると考えることがで

きるだろう。家族はこのような二面性をそなえている。したがって、それは半独立体系（Semi‐

indcpendentsystem）あるいは半閉鎖的体系（semi-cIosedsystem）である」（光吉利之「家族と社会」光

吉利之・土田英雄・宮城宏「家族社会学入門』有斐閣、1979年、Ｐ､7）とされているからである。
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表１家族（世帯）構成

(単位：人、兜）

(資料）総理府広報室「男女平等に関する世論調査」（1992年）

東京都生活文化局「女性問題に関する国際比較調査」（1193年）
ＤＤ
－

国 該当者数

単身世帯
(ひとり

暮らし）

1世代世帯

(夫婦だけ）

2世代Hk帯

(親と子）

3世代世帯

(親と子

と孫）

その他 無回答

日本

韓国

スウェーデン

１
０
３

７
０
１

９
０
Ｏ

Ｌ
Ｌ
Ｌ

０
１
５

■
●
●
■

３
４
４
１

1Ｌ6

10.0

29.5

１
０
９

８
７
３

５
６
４

４
２
９

５
８
２

２
１

８
７
９

●
巳
●

１
０
Ｉ

０
０
３

■
■
●

０
０
７



表２「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という考え方について

(単位：人、兜）

(資料）総理府広報室「男女平等に関する世論調査」（1912年）

東京都生活文化局「女性問題に関する国際比較調査」（1993年）

的
四

国 該当者数 賛成

どちらかと

いえば

賛成

わからない

どちらかと

いえば

反対

反対

日本

韓国

スウェーデン

Ⅷ
Ⅲ
Ⅲ

Ｌ
Ｌ
Ｌ

８
２
９

●
Ｕ
●

９
４
３

１
Ｉ

８
４
９

乱
８
８

３
１

１
５
４

⑥
０
０

４
９
８

●
Ｂ
●

６
３
３

２
４
１

９
０
０

１
ａ
ａ

１
２
７



表３家庭において全体的な実権を握っている者（結婚している者）

(単位：人、兜）

(資料）総理府広報室「男女平等に関する世論調査」（1192年）

東京都生活文化局「女性問題に関する国際比較調査」（1993年）蝉
》

国 該当者数 夫 妻 夫婦 家族全員 その他の人 不明

日本

韓国

スウェーデン

1,560

802

781

４
４
５

２
ａ
ｚ

６
４
１

４
１
３

凸
一
●
◆

２
２
８

１
１

１
８
７

９
７
２

１
３
７

４
９
３

２
Ｌ
丘

２
６
Ｉ

Ｃ
●
■

３
２
０

５
２
３

０
Ｏ
Ｌ



表４男女が平等になるために最も重要なこと

(単位：人、兜）

(資料）総理府広報室「男女平等に関する世論調査」（1912年）

東京都生活文化局「女性問題に関する国際比較調査」（1913年）玉

国 該当者数

女性自身が

積極的に力の

向上を図る

社会通念、

習`慣、しきた
りを改める

法律や制度
の面での見

直しを行う

重要な役職

に女性を登用

する制度を採
用・充実する

女性を支援

する施設や

サービスの

充実を図る

その他 わからない

日本

韓国

スウェーデン

Ⅶ
Ⅲ
Ⅲ

１
Ｌ
Ｌ

１
０
４

肥
弛
判

３
０
ｌ

Ｂ
●
■

６
１
１

２
２
１

４
２
４

２
４
４

１
１
１

1Ｌ１

8.6

230

11」

1５．６

6.0

0.4

０９

７
６
２

●
●
●

０
８
４

１



家族観念からみた男女平等社会実現への方途（模式図）図１
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第６章女性のエンパワーメント

ーその国際的動向と政策課題一

厚生省人口問題研究所

所長阿藤誠



はじめに

1994年９月初旬、エジプトのカイロにおいて国際人口開発会議（ICPD:通称カイロ会議）

が開催された。この会議は国連が主催する世界の人口問題に関する政府間会議としては３回

目に当たる。この会議で採択された合意文瞥「ICPD行動計画（ProgrammeofAction)」にお

ける新しい戦略として、２回の準備委員会を含めて論議を呼んだのがリプロダクテイブ・ヘ

ルス／ライツと女性のエンパワーメントである｡この二つの概念は密接な関連をもちつつ､人

口問題に対する従来のアプローチ、すなわち人口政策的あるいは開発的アプローチに対する

コペルニクス的転回を促し､家族計画プログラムの目的と意義の変革を迫るものとなった｡こ

のリプロダクテイブ・ヘルス／ライツと女性のエンパワーメントは、そのまま、1995年に北

京で開催された第４回世界女性会議でもキーワードとなった。

以下本章では、国連の主催した国際人口会議にみられる女性の地位向上と人口問題の関係

を概観するとともに、世界女性会議を中心とした国連による女性の地位向上のための活動を

振り返りつつ、そこで実現が目指されてきた政策課題をレビューし、最後に日本における女

性の地位向上のための政府の活動についてふれることとする。

１国際人口会議の歴史と女性の地位向上

(1)ブカレスト会議

国連の国際人口会議の歴史を振り返ってみると（Johnson,1994)、1974年の世界人口会議

(ブカレスト会議)では当時世界最大の援助国であった米国を中心とする西側先進諸国が､人

口の急激な増加は途上国の経済発展を阻害するとの認識に基づいて、人口増加を抑制するた

めの直接的政策の必要性を訴えた。アジア諸国の多くはそれに同意したが、中国、ラテンア

メリカ・アフリカの主要途上国は人口政策の必要性を認めず、経済発展こそが先決との観点

から、「開発は最良のピル」と主張し鋭く対立した。しかしながら両者の妥協の産物として採

択された「世界人口行動計画（WorldPopuIationPlanofAclion)」（UnitedNations,1975）はそ

の後20年間の人口分野の国際的行動指針となってきた。

この行動計画は「人口政策は社会経済政策の代替物ではなく、社会経済政策の不可分の一
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部である」と述べ、人口政策推進派と開発優先派の双方の主張をとり入れた形となっている。

しかしながら、これは「人口増加率が開発目標を妨げると考える国は人口政策を採用しても

よい｣、「出生率が開発にとり好ましくないと考える国は量的目標をたて、それを達成するた

めの政策を遂行してもよい」等、国による人口増加抑制政策と量的目標に言及し、さらには

出生率低下に役立つ開発目標を列挙するなど、（それを望む国という条件つきではあるが)政

府による人口抑制政策の推進を勧告した内容となっている。女性の地位向上は、この人口抑

制（出生率低下）に役立つ開発目標の－要因として、乳幼児死亡率低下､社会正義の実現､教

育水準の向上などと並んで列記されるにとどまっていた。

(2)メキシコ会議

1984年のメキシコ会議においては､ブカレスト会議の時点で人口政策に反対した途上国､と

りわけ人口大国の中国、ブラジル、ナイジェリア、メキシコなどが政策転換を図り、自国の

経済発展にとって人口の急激な増加が障害になるという認識を共有しつつ、政府による家族

計画プログラムの直接的実施ないし民間プログラムの支援を開始していた｡したがってメキ

シコ会議で合意された「世界人口行動計画の継続実施のための勧告」（UnitedNations,1985）

は、全体的トーンは「世界人口行動計画」を継承しているものの、家族計画プログラムに関

する勧告が大幅に増えている。その点で、メキシコ会議は、19世紀以来の家族計画運動が､国

際舞台で圧倒的多数の参加国によって初めて認知された会議であったと特徴づけることがで

きよう。ただし、ブカレスト会議で人口政策派のチャンピオンであった米国は、当時のレー

ガン政権の下で人口分野の援助政策を大転換し､「開発にとって人口増加は中立｣であり、｢市

場経済が発展すれば人口問題は自ずと解決する」と、ブカレスト会議における開発優先派の

立場に近い主張を展開し、メキシコ会議の不協和音となった。

このメキシコ会議の合意文書のもうひとつの特徴は､女性の役割と地位が経済社会開発､人

口政策と並んで各国が追求すべき目標のひとつとして大きく掲げられたことである。そのな

かでは、すでに教育、雇用、政策決定を含めた開発の全側面への女性の参画と地位向上の必

要性が訴えられ、女性の開発への参加を促すためにも女性が自らの出生力を調節する能力を

もつことの重要性、男性の家庭責任の重要・性が指摘されていた。

以上のようにブカレスト、メキシコの両会議では、人口政策（家族計画プログラム）を優

先させるにせよ、経済社会開発を優先させるにせよ、国、政府のマクロ政策の視点が強調さ

れ、女性の地位向上は多くの戦略的要因のひとつ、あるいはそれ自体として重要な開発目標

として位置づけられるにとどまっていた。このような視点は又、当時の国連、先進国等の人

－９０‐



口援助機関､家族計画を容認した多くの途上国政府に共通するものでもあったと考えられる。

２カイロ会議における一大転換

このような前２回の会議の成果を踏襲してはいるものの、新しい行動計画に盛り込まれた

基本哲学は前２回の合意文書と決定的に異なる。

(1)リプロダクテイブ・ヘルス／ライツ

まずカイロ会議のキーワードのひとつリプロダクテイブ・ヘルス／ライツである。リプロ

ダクテイブ・ヘルス(reproductivcheallh)の概念は、ＷＨＯが1972年以来続けてきた「人間の

再生産分野における研究・開発ならびに研究者養成に関する特別プログラム」のなかで、再

生産過程に関わる保健ニーズを総合的に把握するために生み出されてきた概念と考えられる

(Khauna,1992ルリプロダクテイブ･ヘルスのカバーする分野は①出生調節、②不妊､③)性に

関する保健、④母子保健、⑤乳幼児の生存、成長、発達である。この概念は、従来、別個の

分野として扱われてきた家族計画（避妊)、各種避妊法の有効性ならびに安全性、新しい避妊

法の開発、望まない妊娠、人工妊娠中絶一般の問題、不法な中絶に伴う問題、二次的不妊の

原因対策、不妊治療、女`性の割礼、性行為感染症（STD)、特にＨＩＷＡIDS、妊産婦死亡、母

子保健などを、人間の再生産過程に関わる保健という観点から統一的に捉え直そうとする考

え方である。

これに対して、リプロダクテイブ・ライツ（reproductiverights）の概念は、医学、保健分野

とは一応無関係に、1970年代のフェミニスト運動に端を発し、「国連婦人の10年｣、ならびに

'985年にナイロビで開催された第３回世界女性会議を通じて国際的に広まった考え方である

(C｢ane,1994)。この概念の根幹は、女性が出産の有無、タイミング、子供の数についての決

定権をもつことであり、その権利の行使に必要な手段についての情報、教育、質の高いサー

ビスが十分に与えられることが条件となる。また男女の性的関係は、平等、相互の尊厳、責

任の原則に基づくべきであり、女性は性的関係を強要されないという意味で「性に関する権

利(scxualrights)」をもつことも合わせて主張される。カイロ会議に向けて結成された女性団

体の国際的連合体の宣言文においては、リプロダクテイブ・ライツはリプロダクテイブ・ヘ

ルスの全分野をカバーする権利の意味で捉えられ､両者は不可分の関係となっている(Mazur，

1,94)。
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カイロの「ICPD行動計画」（UnitedNations,1995-1）では、リプロダクテイブ・ヘルスは、

ＷＨＯの主張を踏襲し、「人間の再生産システム、その機能と活動過程のすべての側面につい

て、単に疾病や障害がないというばかりでなく、肉体的、心理的、社会的に完全に健康な状

態」と定義され、さらに「人々が安全で満ち足りた性生活を営むことができ、再生産の能力

を持ち、子供を持つ持たない、いつ持つか、何人待つかを自由に決められることを意味する。

この条件のなかには、男性と女性が自ら選択できる、安全かつ効果的、（経済的に）入手可能

で、受け入れやすい家族計画の方法、ならびに法に反しない他の出生調節の方法について知

らされ、利用できる権利、女性が安全に妊娠・出産でき、カップルが健康な子どもを持つ最

善のチャンスが与えられるよう、適切な保健サービスを受ける権利が含まれる」と敷桁され

ている。

またリプロダクテイブ・ライツについては、すでに国際的に認められた人権の一部をなす

としたうえで、その根幹は「すべてのカップルと個人が自分たちの子ども数と出産間隔、な

らびに出産期間を自由にかつ責任をもって決め､そのための情報と手段を持つ基本的権利､な

らびに最高度のセクシュアル・ヘルスならびにリプロダクテイブ・ヘルスを享受する権利に

ある」と述べ、ほぼ女性団体の主張をそのまま折り込んだ文章となっている。

このようなリプロダクテイブ・ヘルス／ライツがカイロの「行動計画」の中心概念になっ

たことの人口政策的含意は三つある。

ひとつは、個人、とりわけ女性の妊娠・出産の決定権が強調されることで、前２回の会議

と比べて、マクロ的観点が大幅に後退し、政府による人口増加抑制を求める人口政策的アプ

ローチが「行動計画」からほとんど姿を消したことである。このようなミクロ的、フェミニ

スト的観点が強くなった背景としては、従来の途上国の人口政策において、政府による人口

増加抑制目標の下で強制的施策がとられたり、家族計画のサービスの質よりも量が重視され

たりして、主としてサービスの対象者である女性のニーズに対する配慮が十分でなかったこ

とへの反省が、先進国、国際機関、ＮＧＯなどで強まったことが挙げられよう。

第２に、家族計画プログラムの位置づけの変化である。前２回の会議では、家族計画はど

ちらかというと国の人口増加抑制目標を達成するための手段として位置づけられてきた。し

かるにカイロの会議では、家族計画は、人々（とりわけ女性）が自分たちの妊娠、出産を決

めるための手段、すなわちリプロダクテイブ・ヘルス／ライツの一部と位置づけられた。

出生抑制（産児制限）の必要性に関しては、従来から新マルサス主義的（人口増加抑制的）

考え方と、サンガー等の女性の幸福論的考え方が混在していた。ブカレスト、メキシコ会議

では、どちらかというと前者の立場を強調していたのに対し、カイロ会議では後者の考え方
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が前面に出たとの評価も可能であろう。

第３に、人々（とりわけ女性）が出産の決定権を行使する手段として、中絶を含む可能性

が出てきたことである。これまで、国際的な家族計画運動のなかでは、家族計画には避妊の

みを含み、中絶は含まないとの共通理解があった。しかるにカイロ会議では、米国、北欧な

どがリプロダクテイブ･ヘルス／ライツ実現のための出生調節の方法のなかに「安全な中絶」

を含むべきだと主張し、これに対してバチカンと中南米のカソリック諸国が大反発し、－大

中絶論争に発展した｡｢行動計画｣では｢中絶を家族計画の－方法として促進してはならない」

というメキシコ会議の文章が再確認されたが、全体的トーンとしては中絶に対する寛容な姿

勢が強調されることとなった。

(2)男女間の平等、公正、女性のエンパワーメント

カイロの「行動計画』のもうひとつの特徴は、女性のエンパワーメントという概念が初め

て登場したことと、男女間の平等・公正の実現と女性のエンパワーメントが人口開発問題解

決の要石とされたことである。

男女間の平等、公正は、多くの国で女性が政治的、法律的、経済的、社会的慣習の面で男

性と平等に扱われていない現実を認識し、市民生活におけるあらゆる形態の男女差別の撤廃

を求めるものである。それと関連して、女性のエンパワーメントは、女性が自分の人生を幅

広い選択肢のなかから選択できるよう社会的、経済的、政治的、法的な力をつけることを意

味する。

カイロの「行動計画」では、これに関連して特に、以下の三点を強調している。第１に、雇

用、経済取引における女性の差別をなくし、女性に対する暴力を排除し、教育と雇用面での

女性の能力開発と政治・行政への一層の参画、仕事と家事の両立を可能にする施策の充実の

必要性を求めている。第２には、女児への差別撤廃、女児の価値の見直しと福祉向上、その

ために家庭内ならびに社会における女児の見方を改めさせ、より高い教育を受けさせ、結婚

年齢を高め、女児に関する悪習を禁止することの必要性を求めている。第３に、男女が家庭

と社会の双方に参画できるよう男性の家庭参加を促進し、そのためには男性が家族計画にも

責任をもつようにし、教育によって男児に女性の尊重を教え込むことを求めている。

国連人口基金（UNFPA）は1994年、1995年の世界人口白替において、女性のエンパワーメ

ントとリプロダクテイブ・ヘルスを特集しているが、そのなかで女性のエンパワーメン卜を

必要とする分野として特に強調されているのは、教育、経済活動、健康、法律、政策決定過

程への参画である（UNFPA,l994andl995)。

－９３‐



なかでも女性の教育はエンパワーメントの中心に位置づけられている。教育は（１）女性の

伝統的役割に挑戦し、自らの生活環境を変革することを可能にし､(2)有給の仕事への就業を

容易にし、貧困の解消につながり、(3)結婚年齢を上昇させ、家族計画の実行を促し、出生数

減少につながり、（４）保健に対するニーズを強める。

経済活動の面では､女性が職業選択を通して経済活動や労働の機会を利用することができ、

財産の所有権・管理権をもつことが、女性の社会的地位向上に役立つ。法律の面では、それ

が成分法であれ慣習法であれ、「性に基づくあらゆる差別・排除・制限」の撤廃が何よりも重

要である。政策決定への参画の面では、政府の主要行政ポスト、議員、法律家、企業の管理

職、労働組合の指導者などへの女性の進出が望まれる。

カイロの「行動計画」における二つの戦略的概念、リブロダクティプ・ヘルス／ライッと

女性のエンパワーメントは密接不可分の関係にある。途上国の多くでは、女性は家庭内の地

位が低く、自己の結婚､性、妊娠、出産、家族計画に対する決定権をもてない。その結果、伝

統と慣習に従って親の指示の下で若い年齢（しばしば１０代）で結婚し、子供を産む。このよ

うにリプロダクテイブ・ヘルス／ライツが欠如していることが逆に結婚・出産・子育てを人

生の唯一の選択肢にし、それが教育の機会を奪い、有給の仕事への就業の機会を狭め、貧困

に埋もれさせることにつながる。つまり、リプロダクテイブ・ヘルス／ライツを十分に享受

できないことは女性のエンパワーメントを困難にし、女性の地位の低さと多産の悪循環を生

み出すことにつながっているのである。

３世界女性会議と女`性のエンパワーメント

(1)国連による女性問題の取組み

国連は、その創設以来、経社理の機能別委員会として婦人の地位委員会をもち、女性の地

位向上を目指す活動を続けてきたが、女性問題が、共同で取組むべき課題として国際社会に

おいて広く認知されたのは1975年である。国連は、この年を「国際婦人年（IntemationalWo

men,sYear)」と宣言し、同年、メキシコシティーにおいて国連婦人年世界会議（第１回世界

女性会議)を開催し､国際婦人年の目的を遂行するための世界行動計画を採択した。また1176

～1985年を「国連婦人の10年（UniにdNationsDecadelbrWomen)」とし、その間に女性の地

位と権利を点検し、社会のあらゆるレベルの政策決定過程への女性の参加を推進するよう促

した。また、そこで定められた「平等、開発、平和」の中心テーマは今日まで引継がれてい
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る。

1979年には国連総会において「女子差別撤廃条約(ConventiononlheEliminationofAUFOrms

ofDiscriminationagainstWomen)」が採択され、1981年に発効した。この条約は男女の平等を

達成するためのあらゆる分野の男女差別の撤廃と女性の地位向上を促したもので、しかもそ

の進捗状況を監視するために「女子に対する差別の撤廃に関する委員会」を設置し、各締約

国に自国の進捗状況を報告することを義務づけた。

国連婦人の１０年の中間年に当たる1980年には、コペンハーゲンで世界会議（第２回世界女

性会議）が開催され、「国連婦人の10年の後半期のための行動計画」が採択された。また、こ

の会議と並行してＮＧＯ会議によるＮＧＯフォーラムが開催されたが、この方式は以後の国連

主催の国際会議に拡げられていった。「国連婦人の１０年」の最終年にあたる1,85年には、ナ

イロビにおいて世界会議（第３回世界女性会議）が開催され、新たに1985-2000年についての

｢婦人の地位向上のためのナイロビ将来戟略」が採択された。その後、1990年には国連経済社

会理事会が｢ナイロビ将来戦略に関する第１回見直しと評価に伴う勧告及び結論」を採択し、

本年９月に北京において第４回世界女性会議が開かれ、「行動綱領（PIatfbrmfOrAction)」が

採択された。この北京会議に先立って、いくつかの異なった分野に関する国連主催の世界会

談が連続的に開かれた。すなわち、1992年のリオデジャネイロにおける国連環境開発会議

(UNCED)、］913年にウィーンで開かれた世界人権会議、１９９４年のカイロにおける国際人口

開発会議（ICPD)、1995年のコペンハーゲンにおける世界社会開発サミットである。国際的

女性団体(NGO)は､準備委員会への参加､ＮＧＯフォーラム等を通じて、特にUNCEDとICPD

に大きな影響を及ぼし、それぞれの最終文書に、女性の地位向上と政策決定過程への参加に

関連した主張が多く盛り込まれた。

(2)女性のエンパワーメン卜の主要分野

国連を通じた女性の地位向上活動の20年間の成果は何といっても女子差別撤廃条約(総理

府、1994）の締結である。これまでの４回の世界女性会議の合意文書の主要テーマのひとつ

である「平等」確保の前提はこの条約に凝縮されている。

この条約の全体的目標は､女子に対するあらゆる形態の差別一政治的､経済的､社会的､文

化的、市民的、その他のあらゆる分野における差別一を撤廃することである。

その第１の前提となるのは憲法における男女平等の規定であり、あらゆる分野の差別的法

律を撤廃し、差別的慣習を変革することである。第２は政治、行政の分野における男女平等

の権利（参政権、公職への就業、国籍取得の権利など）を確立することである。第３は教育
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の分野における女子差別の撤廃（例えば、あらゆるレベルの教育を受ける権利、同一の質の

教育を受ける権利、男女の定型化された役割概念の撤廃など）である。第４は雇用の分野に

おける女子差別の撤廃（例えば、働く権利、同一の雇用機会、同一労働同一賃金、雇用にお

ける母性保護など）である。第５は家族計画を含む保健サービスを享受する平等の機会の確

保である。第６は民法における男女の平等の確保、例えば契約、財産管理の権利、移動の権

利、婚姻（配偶者選択、離婚、親権）に関する権利、子供の出産に関する決定権などである。

この女子差別撤廃条約には、女子差別撤廃に関する委員会（締約国から選出された個人か

ら成る）の設置が盛り込まれており、各国はこの委員会に対して自国の女子差別撤廃の進捗

状況を報告するよう義務づけられている。

女子差別撤廃条約の目的は、女性の地位向上を妨げているあらゆる分野における法的、慣

習的差別を撤廃し、男女の機会均等を実現することであるが、第１回～第４回の世界女性会

議の合意文瞥ではさらに進めて、あらゆる分野における女性の地位向上を促すための政策提

言を多く行なってきた。

第４回北京会議の「行動綱領（UnitedNations,1995-2)」では、その目標を女性のエンパワー

メントとしているが、それは、女性の地位向上のためのナイロビ将来戦略の遂進の加速、す

なわち経済的、社会的、文化的、政治的決定過程への十分かつ対等の参画を通じて、すべて

の公的ならびに私的生活領域への女性の積極的参加を妨げる障害を取り除くことと表現され

ている。そのうえで、女性のエンパワーメン卜のための１２の重大領域が示され、それぞれに

ついての施策が示されている。その１２の領域とは、貧困、教育、保健、女性に対する暴力、

紛争下の女性、経済、活動への参加、権力と責任の分担、地位向上のための機構、人権、メ

ディア、環境、少女である。

貧困と女性の問題に関しては､女性が経済的資源への権利をもてるよう立法措置をとり､女

性の信用能力強化に努めることが求められている。教育の分野については、男性に比べて女

性に多い非識字を根絶し、初等、中等教育の男女格差を解消し、女性の職業教育、生涯教育

の拡大、男女のステレオタイプを含む教育内容の変革、などが求められる。保健の分野につ

いては、女性に対する適切かつ安価な良質の（リプロダクテイブ・ヘルス・サービスを含む）

保健情報・サービス提供の強化、女性の健康への脅威を予防するための教育・雇用プログラ

ムの強化､女性に配慮したＨＩＷＡIDS等のプログラムの強化などが含まれる。女性に対する暴

力の問題には人身売買や買売春の根絶も含まれる。紛争下の女性の問題には、戦時における

女性の保護、難民女性の庇護などが含まれる。

経済の分野では、雇用や経済的資源への女性のアクセスを保障し女性の自立を促進するこ
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と、低所得層の女性に対してビジネスの訓練､市場アクセス、情報と技術を提供すること、女

性企業家の活動を支援し、職業選択の障害を除去しあらゆる形態の雇用差別をなくすことが

含まれる。権力と責任の分担の分野については、（経社理が定めた）１，９５年までに政策決定レ

ベルでの女性比率を30％にするという目標がほとんど達成されていない事実を指摘したうえ

で、政策決定過程ならびにリーダーシップに参画しうるよう女性の能力向上を図り、参画を

促進する具体的措置をとるよう要請している。女性の能力向上のための機榊としては、その

ような政府機榊の設置・強化と、すべての立法政策形成においてジェンダーの視点に配慮し、

ジェンダーに配慮した情報の作成が求められている。

人権の分野では2000年までにすべての国による女子差別撤廃条約の批准が求められ､法の

下における男女の平等､女性の法律識字能力(IegaIliteracy)の獲得が求められている。メディ

アの分野においては、メディアにおける女性の否定的なイメージやステレオタイプを改める

必要性が訴えられている。環境の分野においては、あらゆるレベルにおける環境に関する政

策決定に女性が参加することを求めている。少女については、すべての分野（教育、保健、雇

用など）において、少女に対する差別を排除することが求められている。

４日本における女性のエンパワーメント

(1)日本における政府の対応

日本においても、国連等の動きに呼応する形で、女`性問題に対する活発な取組が展開され

てきた（総理府、1994)。1975年には第１回世界女性会議後に総理府に総理大臣を本部長とす

る婦人問題企画推進本部が設けられ、総理府内に婦人問題担当室がスターとした。1977年に

は、婦人問題企画推進本部が、国連婦人の10年に合わせて、向こう１０年間の国内行動計画を

策定した。また1978年には衆参両院の議員からなる「国連婦人の10年」推進議員連盟が設立

された。さらに'980年には、日本政府は国連総会で採択された女子差別撤廃条約に署名し、

】985年になってこれを批准した。

1985年の第３回世界女性会議のナイロビ将来戦略を承けて婦人問題企画推進本部は、１９８７

年に「西暦2000年に向けての新国内行動計画」を策定した。さらに'990年の国連による「ナ

イロビ将来戟略に関する第１回見直し」を承けて、婦人問題企画推進本部は「西暦2000年に

向けての新国内行動計画（第１次改定)」を策定した。その後、政府の組織を強化すべ<１９９４

年には婦人問題企画推進本部に替えて男女共同参画推進本部(本部長は総理大臣）を設置し、
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合わせて総理府に男女共同参画室および男女共同参画審議会を設けた。

このような女性の地位向上と男女共同参画型社会づくりを目指して、日本政府は、具体的

には、婦人の地位向上のための法令等の検討、政策決定への婦人の参加の促進、教育・訓練

の充実､雇用における男女の機会の均等と待遇の平等の促進､育児等に関する環境の整備､母

性の尊重と健康づくりの促進、老後における生活の安定、農山漁村の福祉と地位の向上、国

際協力の推進を重点項目として取り組んできた。その結果、日本においては法制度の面から

みた男女の名目上の平等はほぼ達成されつつあるといわれる。しかしながら実質上の平等は

まだ十分とは言い難いのが現状である。

(2)女性の地位向上へ向けての成果と課題

1980年代から90年代にかけて女性の地位向上に関して多くの政策努力があり、分野によっ

ては大きな成果がみられたが、不十分な分野も少なくない。

これを、日本政府が第４回世界女性会議に提出した国別報告（日本政府、1994）でみてみ

ると、法制面においては、具体的に民法の改正による配偶者相続分の引上げ（1981年)、国籍

法の改正による国籍取得の際の父母両系主義の採用（1985年)、雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保等、女子労働者の福祉に関する法律の制定（1985年)、国民年金

法の改正による女性の年金権の確立（1985年)、育児休業法の施行（1992年）等の成果がみら

れた。

あらゆる分野の政策決定への女性の参画については､国会議員､国家公務員の幹部職員､政

府の審議会委員、地方議会議員、地方自治体の管理職等に占める女性の割合は先進諸国の中

では今なお低い水準にあるものの、いずれも増加している。また民間でも、管理的職業に占

める女子割合も低水準ではあるが上昇傾向にある。

女性の権利についての認識を高めるための政策努力としては、政府主催による種々の啓発

活動（例えば婦人週間の実施、人権週間の実施など)、男女平等教育の推進（家庭科の男女必

修、学校教育における男女平等教育、学校における性教育、両親を対象にした家庭教育学級

など）が行なわれてきた。

教育の分野においては、高校進学率は1969年以来女子が男子を上回っており、短大も含め

た大学進学率は1989年以降同じく女子が男子を上回っている。また初等中等教育段階におけ

る女性教員の全教員数に占める割合ならびに管理職に占める割合、大学の全教員に占める女

性教員の割合も増加傾向にある。

雇用の分野においては、女子労働力人口の増加と全労働力に占める女子労働力の割合の増
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加が続いている。女性が経済の面でその能力を十分に発揮できるよう、政府は、1986年に施

行された、雇用における男女の均等な機会と待遇の確保を促進するための、雇用機会均等法

の徹底を図る努力を続けるとともに、女性の再就職等の援助対策を進めている。また職業生

活と家庭生活の両立が容易になるよう、1992年に施行された育児休業法の徹底を図るととも

に、1995年には介護休業制度を制定した。

おわりに

近年、男女の平等、女性の地位向上を求める動きは国際社会の大きなうねりとなって、先

進国はもちろん途上国にも大きな影響を及ぼしつつある。国連は女性の地位向上を普遍的目

標のひとつとして掲げ、1975年の国連婦人年設定を皮切りに、この20年間、四回の世界女性

会議の開催、女子差別撤廃条約などを通じて各国政府の女性問題に対する対応に影響を与え

続けてきた。今や女性の開発への参加（ＷＩＤ：WomeninDevclopment）は途上国の開発戦略

の重要目標として地歩を固める一方、女性のエンパワーメン卜は先進国の社会変革目標のひ

とつとして正統性をえつつある。このような動きの背後には国連などの国際機関や女性問題

に熱心な欧米先進諸国政府の努力もあるが、欧米先進諸国を中心とした女.性団体（NGO）の

活発な活動も無視しえない。さらには、先進国・途上国を含めて、そのテンポは様々である

が、女性の社会進出が進み政治・経済への女性の発言権が増していることが大きい。日本の

場合にも、この20年間、明らかに女性のエンパワーメントを求める運動の高揚と実際の女性

の地位向上とは相互に補強し合った形で進んできたとみることができる。

昨年のカイロ会議では女性のエンパワーメントは世界の人口問題解決の要石とも位置づけ

られた。確かに、女性の地位向上が女性のリプロダクテイブ・ヘルス／ライツの実現を助け、

それによる家族計画の普及が出生率低下につながる面が大きいことは否定し難い。その意味

で、女`性のエンパワーメン卜は世界の人口問題解決の有力な戦略要因のひとつであることは

明らかである。ただし、カイロの行動計画が言うように人口問題の解決にとって女性のエン

バワーメン卜がオールマイテイかどうかは疑問なしとしない。アジアの人口大国における出

生率の低下において女性の地位向上がどれほど大きな要因であったか、イスラムの伝統の強

い西アジア・アフリカ諸国における今後の家族計画の普及と女性の地位向上がどのように結

びつくのか、今後、より現実的な評価が必要となろう。
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